
 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　   　　あなたの自 立 を支 援 します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

西脇市福祉事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

障 害 福 祉 のしおりは、市 ホームページからもご覧 いただけます。  

 

 

 

障 害 福 祉

の し お り



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  　　　　　　 §　　目　　　　次　　§ 　　　　　　

 

◇相談の窓口 
　　西脇市役所………………………………… 1 
　　西脇市障害者基幹相談支援センター 
　　　　　　　　　　うぃーぶねっと……… 2 
　　障害者相談支援センター「ぱれっと」… 2 
　　西脇市社会福祉協議会…………………… 2 
　　加東健康福祉事務所（保健所）………… 3 
　　兵庫県立身体障害者更生相談所………… 3 
　　兵庫県立聴覚障害者情報センター……… 3 
　　ひょうご盲ろう者支援センター………… 3 
　　兵庫県立知的障害者更生相談所………… 3 
　　兵庫県加東こども家庭センター………… 4 
　　ひょうご発達障害者支援センター 
　　　　　クローバー加西ブランチ………… 4 
　　兵庫県精神保健福祉センター…………… 4 
　　ひきこもり相談…………………………… 4 
　　兵庫県医療的ケア児支援センター……… 5 
　　障害者相談員制度………………………… 5 
　　高齢者の相談窓口………………………… 6 
　　その他の専門相談………………………… 6 
 

◇障害者手帳の交付 
　　身体障害者手帳…………………………… 8 
　　療育手帳…………………………………… 9 
　　精神障害者保健福祉手帳………………… 10 
 

◇医療費の軽減 
　　重度障害者医療費の助成・ 
　　　　高齢重度障害者医療費の助成………11 
　　後期高齢者医療制度の障害認定…………11 
　　難病医療費助成制度………………………11 
　　小児慢性特定疾病の医療費助成制度……12 
　　県単独特定疾患治療研究事業……………12 
　　特定疾病の医療費の助成…………………12 
　　他公費医療自己負担額助成事業…………13 
　　自立支援医療費制度………………………14 
　　　　自立支援医療「更生医療」…………14 
　　　　自立支援医療「育成医療」…………15 
　　　　自立支援医療「精神通院医療」……15 

 

◇年金・手当 
　　障害基礎年金（国民年金）………………16 
　　障害厚生年金………………………………16 
　　重度障害者に対する各種手当……………17 
　　西脇市福祉年金……………………………18 
　　兵庫県心身障害者扶養共済制度…………19 

 

◇税の軽減 
　　所得税・住民税の控除等………………20 
　　自動車税の減免…………………………21 
　　軽自動車税の減免………………………23 
 

◇交通機関の割引 
　　鉄道・バス運賃の割引…………………24 
　　有料道路料金の割引……………………25 
　　タクシー運賃の割引……………………26 
　　タクシー・リフト付タクシー 

運賃の助成…………………26 
　　西脇市乗合タクシー「むすブン」……27 
　　その他交通機関の割引…………………27 

 

◇公共料金の減免等 
　　ＮＨＫ放送受信料の減免………………28 
　　携帯電話料金の割引……………………28 
　　無料電話番号案内（ふれあい案内）…29 
　　青い鳥郵便葉書…………………………29 
　　点字郵便物………………………………29 
    保育料の軽減……………………………30 
　　市内公共施設の利用料の割引…………30 
　　その他施設の利用料の割引……………30 

 

◇自動車の利用支援 
　　自動車運転免許取得費の助成…………31 
　　自動車改造費の助成……………………31 
　　兵庫ゆずりあい駐車場制度……………32 
    駐車禁止除外指定車標章の交付………33 

 

◇障害者総合支援法によるサービス 
　　障害福祉サービス………………………34 
　　　　障害福祉サービスの種類…………35 
　　地域生活支援事業………………………36 
　　　　移動支援事業………………………36 
　　　　日中一時支援事業…………………36 
　　補装具・福祉用具………………………37 
　　　　補装具の購入・修理・借受………37 
　　　　日常生活用具の給付………………38 



  

　 　

  

 

◇児童に対するサービス 
　　軽・中度難聴児補聴器 
　　　　　　　購入費等助成制度……………43 
　　さぽーとノート・サポートファイル……43 
　　児童福祉法によるサービス………………44 
　　　　障害児入所支援………………………44 
　　　　障害児通所支援………………………44 
 

◇介護保険サービスの利用……………… 45 
 

◇在宅生活の支援 
　　車椅子の一時貸出…………………………46 
　　福祉電話の貸与……………………………46 
　　訪問入浴サービス…………………………46 
　　にしわき安心ボトル………………………46 
　　福祉票………………………………………46 
　　住宅改造費の助成…………………………47 
    朗読ＣＤの貸出……………………………47 
　　身体障害者補助犬の貸与…………………47 
　　手話通訳者・要約筆記者の派遣…………48 
　　盲ろう者向け通訳・介助員の派遣………48 
　　110番アプリ・ファクス１１０番……… 49 
　　Ｎｅｔ１１９緊急通報システム…………49 

ファクス１１９番…………………………49 

 

◇就労支援 
　　ハローワーク西脇………………………50 
　　兵庫県立障害者高等技術専門学院……50 
　　兵庫障害者職業能力開発校……………50 
　　兵庫障害者職業センター………………51 
　　北播磨障害者就業・ 
　　　　　　　生活支援センター…………51 
 

◇貸付制度 
　　生活福祉資金の貸付……………………52 
　　身体障害者更生資金の特別貸付………52 
　　在宅重度身体障害者 
　　　　　生活環境改善資金の貸付………52 

 

◇社会参加・権利擁護 
　　成年後見制度……………………………53 
　　福祉サービス利用援助事業……………53 
    障害者のための弁護士・福祉 

専門職による無料法律相談…………54 
　　ひょうご障害者 

スマホ・パソコン相談室…………54 
兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会…54 

　　選挙………………………………………55 
代理投票……………………………55 

　　　　点字投票……………………………55 
　　　　郵便等による不在者投票…………55 

 

◇市内の事業所等……………………… 　56 
 

◇障害者団体・自助グループ 
　　西脇市身体障害者福祉協会……………58 
　　西脇市手をつなぐ育成会………………58 
　　白ゆり会家族会…………………………58 
　　ましゅぽか-Ｗest………………………58 
　　あつまろかい……………………………58 
　　若者広場…………………………………58 
　　はりまＡＤＤＭ(大人の発達自助会)…59 
　　兵庫県医療的ケア家族会………………59 
 
○障害者に関するマーク……………………60 

 

 



1 

◆　相 談 の 窓 口　◆ 

西 脇 市 役 所  

【連 絡 先】　TEL　22-3111（代表）　FAX　22-1014（代表）／22-6037（福祉事務所） 

【所 在 地】　〒677-8511 　西脇市下戸田 128 番地の１ 

 

※　専門相談は、事前に予約が必要です。各担当課へ問い合わせてください。 

  　健康保険証について　　　　令和 6 年 12 月 2 日以降、新規に健康保険証は、発行されなくなりま

した。廃止後は、マイナ保険証等に変更されています。 

 担当課名 業務内容 専門相談

 

社会福祉課 

（福祉事務所）

・障害者手帳に関すること。 

・障害福祉サービス等の利用に関すること。 

・障害者の権利擁護に関すること 

（成年後見制度の利用、虐待の相談等）。 

・生活保護・生活困窮に関すること。 

・ひきこもり相談に関すること。 

・民生委員・児童委員に関すること。

 

長寿福祉課 

（福祉事務所）

・介護保険に関すること。 

・在宅高齢者福祉に関すること。 

・地域包括支援センターに関すること。 

・高齢者の権利擁護に関すること 

（成年後見制度の利用、虐待の相談等）。

 

はぴいく 

サポートセンター 

（福祉事務所）

・児童虐待、ヤングケアラー、家庭児童相談に関

すること。 

・ひとり親家庭相談に関すること。 

・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当に

関すること。 

・女性相談、ＤＶ相談に関すること。 

・母子健康手帳の交付や乳幼児健診等に関する

こと。 

・療育相談に関すること。

○療育教室 

親子参加型の小集団療育を通して、

個々の状態にあった関わり方や育

児の方法を考えます。 

○乳幼児発達相談 

乳幼児の発達や育児の悩みに 

ついて、医師や臨床心理士等が相

談に応じ、個々の状態にあった関わ

り方をアドバイスします。

 幼保連携課 

（教育委員会)
・認定こども園等に関すること。

 

健幸都市推進課

・予防接種に関すること。 

・食育に関すること。 

・町ぐるみ健診・がん検診・保健指導に関するこ

と。 

・歯科保健に関すること。 

・介護予防に関すること。 

・自殺予防に関すること。

○こころの相談 

臨床心理士が、こころの健康に関す

る相談に応じます。

 戸籍住民課 ・国民年金に関すること。

 

保険医療課

・後期高齢者医療に関すること。 

・国民健康保険に関すること。 

・福祉医療に関すること。
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西脇市障害者基幹相談支援センターうぃーぶねっと 

障害者基幹相談支援センターは、相談支援専門員や社会福祉士などの専門知識を持った職員が、

地域で生活している障害のある方やその家族からの相談に応じる総合相談窓口です。 

　　障害のある方が住み慣れた地域で、その人らしく安心して生活することができるよう、総合的・専

門的な相談支援を行うとともに、地域の相談支援体制の充実や地域のネットワークづくりを目指しま

す。 

【連 絡 先】　〒677-0043　西脇市下戸田 128-1　健康福祉連携施設１階 

TEL 27-8450　　FAX 27-8451　メール weave-net@shirayurikai.jp 

【相談受付時間】　 月曜日～金曜日　午前９時～午後５時 

 

障 害 者 相 談 支 援 センター「ぱれっと」  

相談支援専門員や社会福祉士などの専門知識を持った職員が、地域で生活している障害のある方

やその家族からの相談に応じます。 

　　障害福祉サービスなど各種制度の利用、日常生活の困りごとや悩みごと、就労の相談などについ

て、情報提供をしたり、一緒に考えたりします。 

【連 絡 先】　〒677-0015　西脇市西脇 771-86　松田ビル１階 

TEL 25-0551　　FAX 25-0550 メール palette@honey.ocn.ne.jp 

【相談受付時間】　 月曜日～金曜日　午前８時～午後５時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西脇市社会福祉協議会 

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々な事業や相談を行っています。　地域福祉

課では、給食サービス事業、心配ごと相談、ボランティアの相談・調整、福祉体験学習の支援などを行

っています。　 

在宅介護課では、訪問介護や訪問看護、訪問入浴介護や居宅介護支援など、在宅介護サービスを

提供しています。 

【連 絡 先】  ＜地域福祉課＞ 　〒677-0053　西脇市和布町 277-1 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西脇市総合福祉センター（萩ヶ瀬会館） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL  22-5400     FAX  23-1891 

　　　　　　　　　＜在宅介護課＞　 ハッピーネットにしわき 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒677-0014　西脇市郷瀬町 666-5 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL  23-9122     FAX  23-8877 

障害のある方に対する虐待に気付いたら・・・ 

障害者虐待相談窓口を設置しています。 

障害のある方が、養護者（家族）、施設職員、雇用している事業者等から虐待を受けていることに

気付いたら、連絡をしてください。 

○ 西脇市　社会福祉課　　　　　　　　　　　　　  TEL　22-3111  FAX　22-6037 

○ 西脇市障害者基幹相談支援センターうぃーぶねっと 

　　　　　　　　　　                     　　　 TEL　27-8450　FAX　27-8451 

○ 障害者（児）相談支援センター「ぱれっと」 TEL　25-0551　FAX　25-0550 

  ※　ぱれっとでは、24時間通報を受け付けています。
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加東健康福祉事務所（保健所） 

特定疾患や難病をお持ちの方の相談や、特定疾患医療受給者証の交付を行っています。また、精神

障害のある方の相談や家庭訪問、こころのケア相談や依存症相談なども行っています。 

【連 絡 先】　〒673-1431　加東市社字西柿 1075-2　兵庫県社総合庁舎 

TEL　0795-42-5111（代表） 

FAX　0795-42-4050 

※　兵庫県社総合庁舎の改修に伴い、令和 8 年夏～秋頃から約 2 年間旧加東市立社小学校へ仮

移転しますので、事前にご確認ください。 

　 　　旧加東市立社小学校：加東市社 1550 番地 

 

兵庫県立身体障害者更生相談所 

補装具（義肢・装具・車椅子・電動車椅子・姿勢保持装置・補聴器など）の専門的な相談・判定や、自

立支援医療（更生医療）の要否判定及び身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の審査・交付事務

を行っています。 

【連 絡 先】　〒651-2134　神戸市西区曙町 1070 

TEL　078-927-2727　  FAX　078-927-2745 

URL  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf19/hw33_1_000000002.html　 

 

兵庫県立聴覚障害者情報センター 

聴覚障害のある方の社会参加と自立を支援し、生活・文化の向上と福祉の増進を図ることを目的

に、各種相談、手話通訳者・要約筆記者の養成や派遣、字幕入り映像作品の貸出などの事業を行って

います。 

【連 絡 先】　〒657-0832　神戸市灘区岸地通１丁目１-１　灘区民ホール２階 

TEL　078-805-4175　  FAX　078-805-4192 

URL　https://hyogocenter.jp/ 

 

ひょうご盲ろう者支援センター 

盲ろう者（目と耳に重複の障害を持つ方）のさまざまな相談に応じます。相談は予約制です。 

【連 絡 先】　〒652-0802　神戸市兵庫区水木通 2 丁目 1 番 9 号 中山記念会館 301 

TEL　078-579-7601　  FAX　078-579-7603 

URL  https://www.hyogo-db.com/index.html 

 

兵庫県立知的障害者更生相談所 

18 歳以上の知的障害のある方を対象に、自立と社会参加を支援するために、療育手帳の判定・交

付、専門相談などを行っています。 

【連 絡 先】　〒651-0062　神戸市中央区坂口通２-１-１　兵庫県福祉センター３階 

TEL　078-242-0737　  FAX　078-242-0736 

URL  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf20/hw34_000000002.html 

 

 

 

 

 

 

https://hyogocenter.jp/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf20/hw34_000000002.html
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兵 庫 県 加 東 こども家 庭 センター  

児童福祉法に基づき 18 歳未満の児童を対象に、児童福祉司、児童心理司が、療育手帳の交付判

定や児童福祉施設の入所などについての相談に応じます。。 

【連 絡 先】　〒679-0212　加東市下滝野 1269-2（加東市元滝野庁舎２階）  

TEL　0795-27-8250　  FAX　0795-48-9319 

児童虐待防止 24 時間ホットライン　0795-48-9300 

URL  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf22/r3_katou.html  

 

ひょうご発 達 障 害 者 支 援 センター　クローバー加 西 ブランチ  

発達障害に関する県の専門機関として、市町の関係機関と連携しながら相談に応じます。 

診断のある方は、まず、市町の相談窓口にご連絡ください（詳しくは、クローバーのホームページ・ 

リーフレットをご参照ください）。　　 

【連 絡 先】　〒675-2321　加西市北条町東高室 959-1 

TEL　　 0790-43-3860　  　FAX　0790-43-3865 

メール　auc.clover@yutaka-wel.com 

URL   https://hyogo-clover.com/ 

 

兵 庫 県 精 神 保 健 福 祉 センター  

心の悩みや精神的な病気、ひきこもりや依存症、それに伴うくらし等に関する相談などを行ってい

ます（神戸市を除く兵庫県内にお住まいの方）。 

 

●電話で相談したいとき 

　　※電話相談は専用の「兵庫県こころの健康電話相談（P7）」をご利用ください。 

 

●センターへ行って相談したいとき 

事前に予約が必要です。下記の連絡先で予約をしてください 

予約受付日：火曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く。） 

受付時間：午前８時 45 分～午後５時 30 分 

   ※　はじめての来所相談は、火曜日から土曜日の午前中のみです。 

【連 絡 先】　〒651-0073　神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３番２号 

TEL　　 078-252-4980　  FAX　078-252-4981 

URL   https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf21/hw35_000000005.html 

 

ひきこもり相談 

ひきこもり状態にある方やその御家族が抱える困りごと等の相談に、ひきこもり相談支援員・社会

福祉課職員が応じています。 

【連 絡 先】　社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）　 

TEL　　 0795-22-3111　  FAX　0795-22-6037 

            メール  kakehashi@city.nishiwaki.lg.jp 

 

 

 

mailto:auc.clover@yutaka-wel.com
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●居場所ＯｒｉＯｒｉ（おりおり・居り居り・織り織り） 

外出しづらい状態にある方やその御家族を対象に自宅以外でゆっくりと過ごせる場所の提供を行

っています。 

【開 催 日】第２・第４木曜日（祝日等の場合は変更あり） 

【場　　　所】西脇市茜が丘複合施設みらいえ　ほか 

    　　　  申込等詳細は上記連絡先へ 

 

●ひきこもり家族学習会「CRAFT」 

ひきこもりや不登校などの問題を抱える方と、どう関わればよいかを学べます。家族関係の改善や 

本人が一歩踏み出すためのサポートをします。 

【開 催 日】７月～12 月の第３水曜日　午後２時～４時 

【場　　　所】西脇市茜が丘複合施設みらいえ 

    　　　  申込等詳細は上記連絡先へ 

 

兵 庫 県 医 療 的 ケア児 支 援 センター  

日常的に医療的なケアを必要とするお子さまとその家族が、地域、自宅で安心して生活できるよう

様々な相談に応じます。 

【連 絡 先】　〒675-2456　加西市若井町字猪野 83-31 

　　　　　　　　 医療福祉センターきずな内 

TEL　　 0790-44-2886　  　FAX　　0790-44-2929 

メール　icare@medical-kizuna.net 

URL   https://youtokukai.com/pages/63/ 

 

 

障害者相談員制度 

相談員は、民間の協力者（障害者本人やその家族など）です。自らの経験を生かして、相談や助言を

行っています。 

 

 

 相談員氏名・連絡先 相談窓口

 

身体障害者相談員

・□田　昇 

・坂部　武美 

・永井　好文 

・德平　尚子 

・萩原スミ子

日時：毎週火・金曜日　午後１時～３時 

場所：総合福祉センター（萩ヶ瀬会館） 

TEL/FAX　　22-2727

 

知的障害者相談員

・坂田　加代子 

・芦田　清美 

・巴山　順姫

日時：毎週火・金曜日 午後１時～３時 

場所：ワークホームタンポポ 

TEL/FAX　　22-8149

 
精神障害者相談員 市役所社会福祉課まで問い合わせてください。

医療的ケアハンドブック

mailto:auc.clover@yutaka-wel.com
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高齢者の相談窓口 

地域包括支援センターや在宅介護支援センターの職員が、介護保険制度や在宅での介護などに関

する相談に応じます。 

　 お住まいの地域を担当する窓口へ相談してください。 

 

その他 の専 門 相 談  

 相 談 窓 口 連絡先 担 当 地 区

 
にしわき北地域包括支援センター 27-8012

津万地区（下戸田・上野を除く。） 

・日野地区・比延地区・黒田庄地区

 
にしわき南地域包括支援センター 27-8560

西脇地区・津万地区（下戸田・上

野）・野村地区・重春地区・芳田地区

 
みぎわ園在宅介護支援センター 22-9000

重春地区の一部 

・野村地区・芳田地区

 楽寿園在宅介護支援センター 23-7700 日野地区・重春地区の一部

 在宅介護支援センター向陽苑 28-3293 黒田庄地区

 
在宅介護支援センターオンベリーコ 25-0020

比延地区・津万地区の一部 

・重春地区の一部

 在宅介護支援センターコモエスタにしわき 23-6551 西脇地区・津万地区の一部

 ■身体障害に関する 

　 相談 

<相談日時> 

<相談窓口> 

 

 

 

■高次脳機能障害 

 

<相談方法> 

<相談窓口> 

 

 

 

 

身体障害のある方、ご家族の方の相談に応じるため、常設の総合相談窓口

を開設しています。 

月曜日～金曜日 9:00～16:30(祝日・年末年始を除く) 

公益財団法人　兵庫県身体障害者福祉協会内 

障害者ほっとライン 

TEL 078-230-9545　FAX 078-230-9553　 

メール　shogaisha110@hyoshinkyo.jp 

 

病気や交通事故等で脳の一部に損傷を受けたことにより、記憶障害等を生

じることとなった「高次脳機能障害者」を支援するための相談窓口です。 

〔電話相談〕　月曜日～金曜日　　午前９時～12 時、午後１時～５時 

〔メール相談〕　info_koujinou@hwc.or.jp　　随時受付 

兵庫県立総合リハビリテーションセンター高次脳機能障害相談窓口 

TEL　078-925-9262　　FAX　078-925-9299 
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 ■依存症 

 

 

<相談日時> 

 

<相談窓口> 

 

 

■自殺予防 

 

<相談日時> 

 

<相談窓口> 

 

■精神保健相談 

 

<相談日時> 

 

<相談窓口> 

 

■こころのケア相談・ 

　 依存症相談 

 

<相談窓口> 

 

■こどもの聞こえに

関する相談 

 

 

<相談日時> 

<相談窓口> 

 

アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症に関する相談に応じています。相

談は予約制です。 

相談することで警察に通報されることはありません。 

火曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

午前９時 30 分～11 時 30 分、午後１時～３時 30 分 

ひょうご・こうべ依存症対策センター　　 

TEL　＃7330（悩み去れ）　または　078-251-5515 

 

広く自殺予防につながるよう、精神保健福祉士や臨床心理士等が夜間の時

間帯に心の健康相談に応じます。 

平日　　　　午後６時～翌日午前８時 30 分 

土日祝日　24 時間 

兵庫県いのちと心のサポートダイヤル　　TEL　078-382-3566 

 

心の悩みや精神的な病気、それに伴うくらし等に関する相談などに応じてい

ます（神戸市を除く兵庫県内にお住まいの方）。 

火曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く。） 

午前９時 30 分～11 時 30 分、午後１時～３時 30 分 

兵庫県こころの健康電話相談　　TEL　078-252-4987 

 

眠れない、イライラする、不安が強い、ひきこもり、アルコールやギャンブル等

による依存症などについて、専門医・精神保健福祉士・保健師が相談に応じ

ます。 

加東健康福祉事務所（保健所）　　TEL　0795-42-5111（代表） 

 

18 歳未満のきこえない・きこえにくいこどもとその保護者、支援者に対し、

乳幼児からの切れ目のない支援を行い、聞こえに関する様々な相談に対応

します。 

電話、FAX、オンライン、来所（手話・筆談）での対応可能です。 

事前予約が必要です。 

午前９時 00 分～午後６時０0 分（休館日：月・日・祝） 

兵庫県こどものきこえ相談センター（兵庫県立聴覚障害者情報センター内）　　 

TEL　078-600-0556　FAX 078-805-4192 

URL  https://hg-kodomokikoe.jp/
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◆　障 害 者 手 帳 の 交 付　◆ 

 

１．身体障害者手帳 

　　身体に障害のある方、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。申請に基づいて、兵庫県

から交付されます。 

 

 【 障 害 の 程 度 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 申 請 手 続 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 窓 口 】

障害の種別や程度は、次のとおりです。 

 

身体障害者手帳の申請に必要なものは、次のとおりです。 

※　診断書の様式は、社会福祉課にあります。身体障害者福祉法に基づく指定

医師が作成したものが必要です。 

※　写真は、上半身正面・脱帽・サングラス不可 

※　西脇市外への転出の場合は、転出先の市町村で手続をしてください。 

※　身分証明書は、写真付き１点または写真なし２点が必要です。 

 

社会福祉課（市庁舎１階　114番の窓口）　　

 障　害　別 等　級

 視覚障害 １級～６級

 聴覚障害 ２級～４級・６級

 平衡機能障害 ３級・５級

 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 ３級・４級

 肢体不自由 １級～６級

 内部障害(心臓･腎臓･呼吸器･ぼうこう･直腸･小腸) １級・３級・４級

 内部障害(肝臓） １級～４級

 免疫機能障害 １級～４級

 

新
規
申
請

等
級
変
更

住
所
変
更(

転
居)

住
所
変
更(

転
入)

氏
名
変
更

再
交
付(

破
損)

再
交
付(

紛
失)

返
還(

死
亡
等)

 診 断 書 ● ●

 写 真  

(タテ4cm×ヨコ3cm)
● ● ● ●

 身 体 障 害 者 手 帳 ● ● ● ● ● ●

 マイナンバーのわかるもの ● ● ● ● ● ● ●

 身 分 証 明 書 ● ● ● ● ● ● ●
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２．療育手帳 

　　知的障害のある方に対して一貫した指導・相談を行うとともに、障害福祉サービス等を受けやすく

するための手帳です。兵庫県立知的障害者更生相談所（18 歳未満の場合は、兵庫県加東こども家庭

センター）において、知的障害があると判定された場合に、兵庫県から交付されます。 

　　なお、兵庫県（神戸市を除く。）では、知的障害を伴わない発達障害と診断された場合、精神障害者

保健福祉手帳のほか、療育手帳（Ｂ２）も交付の対象となっています。 

 

 

　 

 

 

 
【 障 害 の 程 度 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 申 請 手 続 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 窓 口 】

等級は「Ａ・Ｂ１・Ｂ２」の３段階があります。それぞれの目安は、次のとおりです。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈兵庫県判定基準表〉 

 

療育手帳の申請に必要なものは、次のとおりです。 

　　※　写真は、上半身正面・脱帽・サングラス不可 

　　※　兵庫県外・神戸市・尼崎市・明石市からの転入の場合は新規申請となります。 

　　※　西脇市外へ転出の場合は、転出先の市町村で手続をしてください。 

 

社会福祉課・はぴいくサポートセンター（市庁舎１階　114、115 番の窓口）

 手帳 

等級
基準

 
Ａ 

（重度）

自他の意思の交換及び環境への適応が困難であって、基本的な日常

生活に絶えず注意と介助を必要とし、成人になっても自立困難とさ

れるもの。

 

Ｂ１ 

（中度）

新しい事態の変化に適応する能力に乏しく、他人の助けや指導によ

って、自己の身辺のことがらを処理しうるもの。 

なお、精神面がＢ２であっても、その他の面でＡに該当するものがあ

れば、総合判定はＢ１とする。

 

Ｂ２ 

（軽度）

日常生活にさしつかえない程度に自ら身辺のことがらを処理できる

が、抽象的な思考推理が困難なもの。 

発達障害と診断され、かつ自他の意思の交換及び環境への適応が困

難である等により療育又は日常生活上の支援が必要と認めたもの。

 

新
規
申
請

再
判
定
・
更
新

住
所
変
更(

転
居)

住
所
変
更(

転
入)

氏
名
変
更

再
交
付(

破
損)

再
交
付(

紛
失)

返
還(

死
亡
等)

 写 真  

(タテ4cm×ヨコ3cm)
● ● ● ●

 
療 育 手 帳 ● ● ● ● ● ●

 
マイナンバーのわかるもの ●
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３．精神障害者保健福祉手帳 

　　精神障害のある方が手帳を取得することにより、福祉サービスが利用しやすくなり、自立と社会参

加を促進するための手助けとなります。 

　　有効期間は、交付日から２年間です。２年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。 

 

 

 

 

 

 【 障 害 の 程 度 】 

 

 

 

 

 

 

【 申 請 手 続 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 窓 口 】

障害の程度には１級、２級、３級があり、それぞれの目安は次のとおりです。 

 

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものは、次のとおりです。 

　※　写真は「タテ４cm×ヨコ３cm」のサイズで、上半身正面・脱帽、１年以内に撮影

されたもの 

　※　障害年金証書の写しは、支給事由が精神障害であるものに限ります。 

　※　更新手続は、有効期限の３か月前から行えます。 

　※　すべての手続において、マイナンバーが必要です。 

　　　　マイナンバーがわかるものと、身分証明書（写真付き１点または写真なし２

点）を持参してください。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 １　級 

（重度）

日常生活に常に援助を必要とし、身の回りのこともほとんどでき

ず、外出に付き添いを要する。

 ２　級 

（中度）

習慣化された行動はある程度１人でできるが、時と場合によって

は援助・付き添いを要する。

 ３　級 

（軽度）

日常生活のほとんどを自ら行い、ある程度の社会生活を送ること

ができるが、状況により困難が生じることがある。

 必要なもの

 

新規

①　次のア・イの書類のいずれか 

ア　診断書（初診日から６か月以上経過、３か月以内に作成） 

イ　障害年金証書の写し・直近の年金振込通知書 

②　顔写真

 

更新 

等級変更

①　次のア・イの書類のいずれか 

ア　診断書（３か月以内に作成） 

イ　障害年金証書の写し・直近の年金振込通知書 

②　精神障害者保健福祉手帳

 

住所変更

県外・神戸市

から転入

　①　顔写真 

　②　精神障害者保健福祉手帳

 　県内 

(神戸市以外)
　①　精神障害者保健福祉手帳

 
氏名変更 ①　精神障害者保健福祉手帳

 

再交付
①　顔写真 

②　精神障害者保健福祉手帳（紛失以外）
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◆　医 療 費 の 軽 減　◆ 

 

１．重 度 障 害 者 医 療 費 の助 成 ・高 齢 重 度 障 害 者 医 療 費 の助 成  

　　重度障害者が医療機関での診療、投薬や訪問看護ステーションによる訪問看護を受けた場合に支

払う医療費の自己負担額の一部を助成します。 

　　ただし、精神障害者保健福祉手帳１級の方は、精神疾患による医療を除く一般医療部分に限られま

す。 

 

 

 

２．後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の障 害 認 定  

　　65 歳以上 75 歳未満で、一定の障害がある方は、兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受け

ることにより、後期高齢者医療制度に加入することができます。 

 

 

 

３．難 病 医 療 費 助 成 制 度  

　　難病により長期にわたり療養を必要とする方に対して、医療費を助成する制度です。 

 

 

 

 対象者 

 

 

 

必要書類 

窓口

次のいずれかに該当し、かつ、何らかの医療保険制度に加入している方 

　①　身体障害者手帳１級または２級 

　②　療育手帳Ａ判定 

　③　精神障害者保健福祉手帳１級 

健康保険の資格が確認できる書類、障害者手帳 

保険医療課（市庁舎１階　105 番の窓口）

 対象者 

 

 

 

 

 

 

必要書類 

窓口

次のいずれかに該当する方 

　①　身体障害者手帳１級～３級 

　②　身体障害者手帳４級で、音声機能障害、言語機能障害または一定の下肢障害　　　 

　　　　（一下肢の機能の著しい障害など）がある方 

　③　精神障害者保健福祉手帳１級または２級 

　④　療育手帳Ａ判定 

　⑤　国民年金法による障害基礎年金１級または２級 

健康保険の資格が確認できる書類、障害者手帳 

保険医療課（市庁舎１階　105 番の窓口）

 対象者 

 

問合せ先 

 

指定難病

助成制度の対象疾病（指定難病）にかかっている方のうち、厚生労働省が定める認

定基準を満たす方 

加東健康福祉事務所　地域保健課　　 

TEL　0795-42-5111（代表）　　FAX　0795-42-4050 

3４8 疾病が指定されています。 
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４．小 児 慢 性 特 定 疾 病 の医 療 費 助 成 制 度  

　　小児慢性特定疾病にかかっている子どもについて健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担

軽減を図るため医療費を助成する制度です。 

 

 

５．県 単 独 特 定 疾 患 治 療 研 究 事 業  

国の特定疾患治療研究事業に準じて、兵庫県が単独で医療費の助成を行う制度です。 

 

 

６．特 定 疾 病 の医 療 費 の助 成  

　　高額な治療を継続して受ける必要がある方の医療費の自己負担を軽減します。 

 

 

 

 対象者 

 

問合せ先 

 

特定疾病

下記の 16 疾患群に属する疾患にかかっている 18 歳未満（引き続き治療が必要

と認められる場合は 20 歳未満）の児童 

加東健康福祉事務所　地域保健課　　 

TEL　0795-42-5111（代表）　　FAX　0795-42-4050 

小児慢性特定疾病（16 疾患群） 

 １ 悪性新生物 ９ 血液疾患

 ２ 慢性腎疾患 10 免疫疾患

 ３ 慢性呼吸器疾患 11 神経・筋疾患

 ４ 慢性心疾患 12 慢性消化器疾患

 ５ 内分泌疾患 13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

 ６ 膠原病 14 皮膚疾患

 ７ 糖尿病 15 骨系統疾患

 8 先天性代謝異常 16 脈管系疾患

 対象者 

問合せ先 

 

対象疾病 

 

兵庫県内に住民票があり、下記の疾患にかかっている方（所得制限あり） 

加東健康福祉事務所　地域保健課 

TEL　0795-42-5111（代表）　　FAX　0795-42-4050 

対象疾患（３疾病） 

 １ 突発性難聴 ３ 悪性腎硬化症

 ２ ネフローゼ症候群

 対象疾病 

 

 

自己負担 

 

必要書類 

窓口

　①　人工透析が必要な慢性腎不全 

　②　先天性血液凝固因子障害の一部（血友病） 

　③　血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症 

１か月あたり１万円 

（上記①の方のうち、70 歳未満の上位所得者の方は、１か月あたり２万円） 

医師の意見書、本人確認ができる書類（顔写真付きのもの） 

保険医療課（市庁舎１階　105、106 番の窓口）　 

※　国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者以外の方は、加入されてい

る保険者へ申請してください。
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７．他 公 費 医 療 自 己 負 担 額 助 成 事 業  

　　乳幼児等・こども・母子家庭等医療費助成制度の受給者証をお持ちの方が、国の公費負担医療制

度の受給者証を使用して診療を受けた際、そこで生じる自己負担額（保険診療分）を助成します。 

 

 

　　上記①～⑧は、国の助成が行われる医療であることから、優先して適用される必要があり、乳幼児

等・こども・母子家庭等医療費助成制度を適用することができません。 

　　そのため、自己負担額を医療機関にお支払いいただいた後に、自己負担額相当分を還付する事業

です。 

【令和８年７月１日から制度が変わります】 

兵庫県の制度改正により、令和８年７月１日から国公費負担医療制度と福祉医療費助成制度を併

用して医療機関で使用することが可能となります。 

令和８年７月１日以降の診療について、医療機関の窓口に国公費負担医療制度の受給者証と福祉

医療費受給者証両方を提示してください。 

※　高齢期移行助成制度、重度障害者医療費助成制度、高齢重度障害者医療費助成制度を含む全

制度で適用されます。 

 

 

 対象となる 

医療制度 

 

 

 

 

 

 

必要書類 

 

 

 

 

窓口

　①　小児慢性特定疾病医療 

　②　自立支援医療（精神通院医療・更生医療・育成医療） 

　③　難病医療 

　④　結核医療 

　⑤　肝炎治療 

　⑥　肝がん・重度肝硬変治療 

　⑦　障害児入所医療 

　⑧　肢体不自由児通所医療 

　①　自己負担額が記載されている領収証（または自己負担限度額管理票） 

　②　対象医療を受けた方の健康保険の資格が確認できる書類および各種医療費 

　　受給者証 

　③　申請される方（お子さまが対象者の場合は扶養義務者）の金融機関口座のわ 

　　かるもの 

保険医療課（市庁舎１階　105 番の窓口）　
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８．自 立 支 援 医 療 費 制 度  

　　自立支援医療は、障害者（児）が、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活および社会

生活を営むことができるよう提供される医療であり、「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の３種

類があります。 

　　制度の利用者は、原則として医療費の１割を負担します。また、世帯の所得に応じて、１か月あたり

の自己負担額に上限が設けられています。 

 

⑴　自 立 支 援 医 療 「更 生 医 療 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 

 

 

 

対象医療行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類 

 

 

 

 

 

 

窓口

18 歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害を除去、軽減する

手術等の治療による確実な効果が期待できる方 

次のような手術や治療が対象となります。 

 

 

　①　更生医療意見書（様式は社会福祉課にあります。） 

　②　加入医療保険を確認できる書類（資格確認書等）の写し 

　③　身体障害者手帳 

④　特定疾病療養受療証（お持ちの方） 

　⑤　公的年金の受給額がわかるもの 

　⑥　マイナンバーのわかるもの 

　⑦　身分証明書（写真付き１点または写真なし２点） 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）　

 障害の種類 手術治療術例

 心臓機能障害 ペースメーカー埋込術、弁置換術など

 腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術および抗免疫療法

 小腸機能障害 中心静脈栄養法

 肝臓機能障害 肝移植術および抗免疫療法

 肢体不自由 人工関節置換術など

 視覚障害 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術など

 聴覚障害 外耳道形成術、人工内耳埋込術など

 音声言語そしゃく障害 口唇形成術、口蓋形成術など

 免疫機能障害 抗ＨＩＶ療法など
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⑵　自 立 支 援 医 療 「育 成 医 療 」  

 

 

 

⑶　自 立 支 援 医 療 「精 神 通 院 医 療 」  

 

 

 対象者 

 

 

対象医療行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類 

 

 

 

 

窓口

18 歳未満の子どもで、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療による確実な

効果が期待できる方 

 

次のような手術や治療が対象となります。 

 

①　育成医療意見書（様式は社会福祉課にあります。） 

②　加入医療保険を確認できる書類（資格確認書等）の写し 

③　身体障害者手帳（手帳をお持ちの方） 

④　マイナンバーのわかるもの 

⑤　身分証明書（写真付き１点または写真なし２点） 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 障害の種類 手術治療術例

 肢体不自由 関節形成術、関節置換術、切断端形成術など

 視覚障害 白内障、先天性緑内障手術など

 聴覚障害 先天性耳奇形による形成術など

 音声言語そしゃく障害 口唇裂等の形成術、歯科矯正など

 心臓機能障害 心室心房中隔に対する手術など

 腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術および抗免疫療法

 肝臓機能障害 肝移植術および抗免疫療法

 免疫機能障害 抗ＨＩＶ療法など

 その他の先天性内臓障害 尿道形成、人工肛門の造設など

 対象者 

必要書類 

 

 

 

 

 

更新申請 

 

 

 

窓口

精神疾患により、通院による治療を継続的に要する方 

　①　診断書（自立支援医療（精神通院）用） 

②　マイナンバーのわかるもの 

　③　加入医療保険を確認できる書類（資格確認書等）の写し 

　④　公的年金の受給額がわかるもの 

　⑤　自立支援医療受給者証（更新の時） 

　⑥　身分証明書（写真付き１点または写真なし２点） 

受給者証の有効期間は、１年間です。延長する場合は、期限の３か月前から申請で

きます。 

受給者証に「診断書の提出は不要」と記載があり、病状や治療方針に変更がないと

きは、診断書の提出を省略できます。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）
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◆　年　金 ・ 手　当　◆ 

 

１．障 害 基 礎 年 金 （国 民 年 金 ）  

 

 

２．障 害 厚 生 年 金  

◎お問合せの際は、年金手帳などの「基礎年金番号」がわかるものをご用意ください。

 受給要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給制限 

 

 

 

 

年金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口

次のいずれかに該当する場合に、受給することができます。 

①　20 歳以上 65 歳未満の方が、病気やケガにより障害の状態になったとき。　 

　　（老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。） 

②　20 歳になる前に「初めて医師等の診療を受けた日（初診日）」があり、その病　

気やケガによって障害の状態になった方が 20 歳に達したとき。 

①の場合、「初診日がある月の２か月前までに、保険料納付済期間（免除期間を含む。） 

が被保険者期間の３分の２以上あること」または「初診日がある月の２か月前までの直 

近１年間に保険料の未納期間がないこと」が必要です。 

②の場合、納付要件はありません。 

 

①　20 歳前に障害を負った人については、本人が保険料を納付していないことか

ら、所得制限が設けられています。 

②　受給者本人に他の公的年金がある場合、障害基礎年金の一部または全部が支

給停止になります。 

 

※１　身体障害者手帳の等級とは異なります。 

※２　生計を維持されている子がある場合、別途加算があります。なお、「子」と 

　　は１8 歳になった後の最初の３月 31 日までの子、または 20 歳未満で障害

等級１級または２級の状態にある子です。 

戸籍住民課年金担当（市庁舎１階　104 番の窓口）

 年金等級 支給年額〈 令和 8 年４月現在 〉

 
１級※１

昭 31.4.2 以降生まれの方 １，０５9，１25 円※２

 昭 31.4.1 以前生まれの方 １，０５６，１25 円※２

 
２級※１

昭 31.4.2 以降生まれの方 ８４７，３００円※２

 昭 31.4.1 以前生まれの方 ８４４，９00 円※２

 受給要件 

 

 

 

 

 

 

年金額 

問合せ先

次の①および②に該当する場合、受給することができます。 

①　厚生年金保険の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガの初診日　 

　があるとき。 

②　障害基礎年金の受給要件を満たしているとき。 

　　障害基礎年金に該当しない程度の軽い障害であっても、厚生年金保険の障害等級表に

該当する場合、厚生年金保険独自の３級の障害年金または障害手当金（一時金）が支給

されます。 

障害の程度や厚生年金加入月数により異なります。 

加古川年金事務所 

〒675-0031　　兵庫県加古川市加古川町北在家 2602 

TEL　079-427-4740
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３．重 度 障 害 者 に対 する各 種 手 当  

　　重度の障害により特別に必要となる負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的に、各種手当を

支給します。 

 

 

※　申請書類等の詳細は、申請窓口へお問い合わせください。 

※　各手当とも所得制限があります。また、施設等に入所している場合は、対象となりません。 

 

 

 

 

 
手当の種類 対　象　者 手当の額 申請窓口

 

特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障害があり、

日常生活において常時特別の介護を要する

20 歳以上の方

30，450 円／月 社会福祉課

 

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があり、日常生

活において常時介護を要する 20 歳未満の

方

１６，56０円／月 社会福祉課

 

特別児童扶養手当

身体または精神に障害のある子どもを養育

している保護者など 

児童の障害のおおよその目安については、次

のとおりです。 

①　身体障害者手帳１～３級程度 

②　療育手帳Ａ判定またはＢ１判定程度 

③　上記①、②と同程度の「内部障害」「精神 

　障害」がある。

１級 

58,450 円／月 

 

２級 

38,930 円／月

はぴいく 

サポート 

センター

 

介護手当

身体障害者手帳１級または２級、療育手帳Ａ

判定を所持し、おおむね６か月以上常時寝 

たきりの状態の方を在宅で介護している方 

障害福祉サービス、介護保険サービス等の 

公的サービスを利用している場合は対象と

なりません。

100,000 円／年 社会福祉課
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４．西 脇 市 福 祉 年 金  

 

 

 

 内容 

 

所得制限 

 

年金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類 

 

 

窓口

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持し、市内に引き続

き１年以上居住している方に、年１回、７月末に支給します。 

受給要件を満たす方が、市民税所得割非課税世帯に属する場合に支給します。 

 

　※　市外の施設・病院に長期入院・入所されている方については、当該年度分の支

給が停止となることがあります。 

 

①　障害者手帳 

②　振込先口座が分かるもの（障害者本人名義のもの） 

 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 
年金の種類 年金の受給権者 年金の額

 

身体障害者福祉年金
身体障害者 

（１８歳以上）

１級 ２４，０００円

 ２級 ２１，６００円

 ３級 １８，０００円

 ４級 １４，４００円

 ５級 ６，０００円

 ６級 ６，０００円

 

身体障害児福祉年金
身体障害児 

（１８歳未満）

１級 ２４，０００円

 ２級 ２１，６００円

 ３級 １８，０００円

 ４級 １４，４００円

 ５級 １０，８００円

 ６級 １０，８００円

 

知的障害者福祉年金
知的障害者 

（１８歳以上）

Ａ判定 ２４，０００円

 B1 判定 １８，０００円

 B2 判定 ６，０００円

 

知的障害児福祉年金
知的障害児 

（１８歳未満）

Ａ判定 ２４，０００円

 B1 判定 １８，０００円

 B2 判定 １０，８００円

 

精神障害者福祉年金 精神障害者

１級 ２４，０００円

 ２級 １８，０００円

 ３級 ６，０００円
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５．兵 庫 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度  

　　障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと 

（死亡、重度障害）があった場合に、残された障害者に一定額の年金が支給される制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象障害者 

 

 

 

 

 

加入要件 

 

 

 

 

 

 

 

年金額 

 

 

 

 

 

窓口

制度の対象となる障害者は、次のとおりです。 

　①　知的障害者（児） 

　②　身体障害者手帳１級、２級または３級をお持ちの方 

　③　精神または身体に永続的な障害のある方で、①または②と同程度の障害と認

められるもの 

 

加入できる保護者は、次の要件をすべて満たしている方です。 

　①　障害者（児）の保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族）であ

ること。 

　②　県内に住所があること。（神戸市を除きます。） 

　③　年齢が 65 歳未満であること。（４月１日現在） 

　④　生命保険に加入できる健康状態であること。 

 

　 

加入者が死亡または重度障害になった場合に、その月から生涯にわたって支給さ

れます。 

 

 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）　

 １口加入 月額　２０，０００円

 ２口加入 月額　４０，０００円
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◆　税　の　軽　減　◆ 

１．所 得 税 ・住 民 税 の控 除 等  

【問合せ先】　　　　住　民　税　　　 税務課（市庁舎１階　109 番の窓口）　　 

　　　　　　　   　　事　業　税　　 　加東県税事務所（北播磨県民局）　　　TEL　42-5111 

　　　　　　　　　   所得税ほか　　　西脇税務署　　　　　　　　　　　　　　   TEL　22-3171 

 種　類 内　容 金　額

 

所得税

障害者控除

本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者

手帳を所持する場合 

　　身体障害者手帳　　　　　　　　３級～６級 

　　療育手帳　              B1・B2 判定 

　　精神障害者保健福祉手帳　　２級・３級

所得控除　27 万円

 

特別障害者控除

本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者

手帳を所持する場合 

　　身体障害者手帳　　　　　　   １級～２級 

　　療育手帳　　　　　　　      　Ａ判定 

　　精神障害者保健福祉手帳　　１級

所得控除　40 万円

 同居特別 

障害者控除

控除対象配偶者または扶養親族が同居して

いる特別障害者である場合

特別障害者控除に 

35 万円を加算

 

住民税

障害者控除

本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者

手帳を所持する場合 

　　身体障害者手帳　　　　　　   ３級～６級 

　　療育手帳　　　　　　　　     B1・B2 判定 

　　精神障害者保健福祉手帳　　２級・３級

所得控除　26 万円

 

特別障害者控除

本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者

手帳を所持する場合 

　　身体障害者手帳　　　　　　   １級～２級 

　　療育手帳　　　　　　　　　     Ａ判定 

　　精神障害者保健福祉手帳　　１級

所得控除　30 万円

 同居特別 

障害者控除

控除対象配偶者または扶養親族が同居して

いる特別障害者である場合

特別障害者控除に 

23 万円を加算

 前年の所得が 135 万円以下の障害者 非課税

 
事業税

重度の視覚障害者（両眼の視力が 0.06 以下の者）が行う 

あんま・はり・きゅう等の医業に関する事業を営む場合
非課税

 

相続税
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者

が相続により財産を得た場合（満 85 歳未満）

10 万円（特別障害者

の場合は 20 万円）×

（85 歳－障害者の年

齢）の税額を控除

 

贈与税

特別障害者が特定障害者扶養信託契約により信託の受益権者と

なった場合

信託受益権のうち

6,000 万円まで非

課税

 
特別障害者でない精神障害者、知的障害者が特定障害者扶養信

託契約により信託の受益権者となった場合

信託受益権のうち

3,000 万円まで非

課税

 

マル優 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者

定期預貯金 350 万

円までの利子が非課

税
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２．自 動 車 税 の減 免  

　　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方の日常生活に不可欠な自

動車の自動車税が減免されます。 

　　障害者１人につき１台（軽自動車含む。）に限られます。 

 

 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

※　▲は、障害者本人が自動車を所有し、かつ、運転する場合のみ減免されます。 

　※　自動車の所有者や運転者、障害の部位や等級に応じて減免額が異なります。 

詳しくは兵庫県のパンフレット又はホームページをご覧ください。 

　※　障害者本人が、入院または施設入所をしているときは減免を受けられません。 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

 

身
体
障
害
者
手
帳

視覚障害 ● ● ● ● × ×

 聴覚障害 ● ● ● ×

 平衡機能障害 ● ●

 音声機能障害(喉頭摘出) ● ×

 上肢機能障害 ● ● ● ▲ ▲ ▲

 下肢機能障害 ● ● ● ● ● ●

 体幹機能障害 ● ● ● ●

 内部障害（下記を除く） ● ● ●

 内部障害（肝臓機能障害） ● ● ● ×

 内部障害（免疫機能障害） ● ● ● ×

 乳幼児期以前の

非進行性の脳病

変による運動機

能障害

上肢機能 ● ● ● ▲ ▲ ▲

 

移動機能 ● ● ● ● ● ●

 療育手帳 Ａ・Ｂ１判定（本人運転の場合不可）

 精神障害者保健福祉手帳 １級（本人運転の場合不可）
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 申請手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 

各県税事務所で申請してください。 

自動車の所有者や運転者に応じて必要な書類等が異なります。 

 

※１　県税事務所で配布されるほか、県のホームページからダウンロード可能です。 

※２　所有者、障害者、運転者の名前がすべて記載されているもので、続柄の記載

があるものが必要です。 

※３　健康保険証、源泉徴収票、税申告書の写し等、扶養関係を確認できる書類 

※４　市役所の税務課で交付します。 

※５　県のホームページからダウンロード可能です。 

※６　常時介護者運転の場合は、障害者のみの世帯の方が所有する自動車が対象

です。 

※７　既に減免を受けていた自動車を移転・抹消登録した場合は、移転・抹消登録

が確認できる車検証等（写し）が必要です。 

 

◎　障害者の世帯全員及び常時介護者の住民票が必要です。また、世帯全員の障

害者手帳の提示が必要です。 

 

自動車税に関すること 

加東県税事務所　自動車税課（社総合庁舎内）　TEL　0795-42-9331 

 　　運転・所有形態 

 

 

 

 

必要書類

障害者本人所有 家族所有

 

本人 

運転

家族運転 常時 

介護者 

運転 

※６

本人又は 

家族運転

 

同居 別居 同居 別居

 ①　減免申請書 ※１ ● ● ● ● ● ●

 ②　障害者手帳（原本） ● ● ● ● ● ●

 ③　運転免許証（原本）又

はマイナ免許証
● ● ● ● ● ●

 ④　住民票（原本）※２ ● ● ● ● ●

 ⑤　扶養関係確認書類 

（原本）※３
● ●

 ⑥　軽自動車税非減免 

証明書 ※４
● ● ● ● ● ●

 ⑦　常時介護の申立書  

※５
●
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３．軽 自 動 車 税 の減 免  

　　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方の日常生活に不可欠な軽

自動車の軽自動車税が減免されます。 

　　障害者１人につき１台（普通車を含む。）に限られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 

 

 

 

 

申請手続 

 

 

 

 

 

減免額 

 

窓口

次のいずれかに該当する場合に対象となります。 

　①　障害者手帳等の所持者が所有する軽自動車 

　②　身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者と　同一

生計である者が所有する軽自動車 

 

毎年５月に、軽自動車税の納税通知書が届きます。納期限の７日前までに次の書類

を持参して申請してください。毎年申請が必要です。 

　①　障害者手帳 

　②　自動車検査証 

　③　運転免許証又はマイナ免許証 

 

全額免除 

 

税務課（市庁舎１階　109 番の窓口）　
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◆　交通機関の割引　◆ 

１．鉄 道 ・バス運 賃 の割 引  

 対象者 

 

 

 

 

割引内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用方法 

 

次のいずれかに該当する場合に対象となります。 

　①　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する方 

　②　第１種の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する方　　 

　　を介護する方 

 

　　【ＪＲ・私鉄】 

※　特急料金やグリーン車は対象外となります。12 歳未満の障害児については、

取扱いが異なりますので、ＪＲに問い合わせてください。 

※　私鉄の割引制度はＪＲに準じていますが、取扱いが異なる場合がありますの

で、私鉄各社に問い合わせてください。 

※　片道 100km 超の目安（西脇市駅を起点とした場合） 

　　　　 

 

 

 

 

 

【バス】 

※　バス会社により取扱いが異なる場合がありますので、ご利用前に各バス会社に

問い合わせてください。 

 

乗車券の購入時に障害者手帳を提示し、割引乗車券等を購入してください。 

なお、乗車中は、必ず障害者手帳を携帯してください。 

バスは、降車時に障害者手帳を乗務員に提示し、運賃を支払ってください。

 区　分 種　類 割引率 利用条件

 

第
一
種
障
害
者

単独で利用する

場合
普通乗車券 ５割引

片道 100km を超えて

利用する場合に限る。

 

介護者とともに

利用する場合

普通乗車券 

定期乗車券 

回　数　券 

急　行　券

５割引 

介護者同率

 
第
二
種
障
害
者

単独で利用する

場合
普通乗車券 ５割引

片道 100km を超えて

利用する場合に限る。

 
介護者とともに

利用する場合
定期乗車券 ５割引

12 歳未満の障害児が

定期乗車券によって利

用する場合に限る。

第１種障害者（バス介護付） 第２種障害者

普通運賃 本人・介護者ともに５割引 本人のみ５割引

定期運賃 本人のみ３割引 本人のみ３割引

江原駅（豊岡市） 

北 

（備前市）伊部駅　西　　＋　　東　新大阪駅（大阪市）
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２．有 料 道 路 料 金 の割 引  

　　有料道路（高速道路、新神戸トンネルなど）の料金が半額となります。事前登録が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 割引対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割引額 

 

 

申請手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効期限 

 

利用方法 

 

 

 

窓口

次に該当する場合に割引の対象となります。 

 

通常料金の５割引 

（休日特別割引や通勤割引等の時間帯割引との併用はできません。） 

 

窓口での申請とオンライン申請が可能です。 

窓口での申請には、次の書類が必要となります。 

　①　身体障害者手帳または療育手帳 

　②　自動車検査証 

　③　運転免許証（障害者本人が運転する場合） 

※ＥＴＣを利用する場合は、上記①～③に加えて、次の書類が必要です。 

　④　ＥＴＣカード（障害者本人名義のものに限る。ただし、18 歳未満である場合

は、保護者名義でも可。） 

　⑤　ＥＴＣ車載器セットアップ証明書等（ＥＴＣ車載器管理番号が確認できる書類） 

オンライン申請の場合は、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータ

ルへの登録が必要となります。オンライン申請に必要な書類や手続きの詳細は、オ

ンライン申請受付サイトをご確認ください。 

ＵＲＬ　https://www.expressway-discount.jp 

 

申請時から２回目の誕生日まで有効です。更新申請は、有効期限の２か月前から行

うことができます。再度同じ書類をご用意ください。 

料金所係員に障害者手帳を提示し、記載事項の確認を受けてください。 

ＥＴＣを利用する場合は、事前に登録したＥＴＣカードをあわせて登録したＥＴＣ車載

器に挿入して通行してください。請求段階で割引適用後の料金となります。 

 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 

対 象 者

次のいずれかに該当する方が対象となります。 

　①　身体障害者手帳を所持する方で、自ら運転する場合 

　②　第１種の身体障害者手帳または療育手帳（Ａ判定）を

所持する方の介護者が、障害のある方を乗せて運転する

場合

 
対象となる 

自　動　車

本人、配偶者、直系血族とその配偶者、兄弟姉妹とその配

偶者、同居の親族等が所有する自動車             など                      

 
対　象　外

事業用車両・法人所有の車両・乗合タクシー・軽トラックな

どについては、割引の対象外
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３．タクシー運 賃 の割 引  

　　障害者手帳を提示すると、タクシー運賃が１割引となります。タクシー会社により、取扱いが異なる

場合があります。 

 

４．タクシー・リフト付 タクシー運 賃 の助 成 （障 害 者 移 動 支 援 事 業 ）  

　　市内でタクシーを利用する際に使用できるタクシー利用券を支給します。 

 

 対象者 

利用方法 

問合せ先

身体障害者手帳または療育手帳を所持する方 

支払の際に、乗務員に手帳を見せて割引を受けてください。 

(一社)兵庫県タクシー協会　　　TEL　078-862-9292

 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

支給制限 

 

利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請方法 

 

窓口

次のいずれかに該当する方が、対象となります。 

　①　身体障害者手帳１級又は２級を所持する方 

　②　身体障害者手帳（視覚障害）３級又は４級を所持する方 

　③　身体障害者手帳（腎臓機能障害）３級又は４級のうち人工透析を受けている方 

　④　療育手帳Ａ判定を所持する方 

　⑤　精神障害者保健福祉手帳１級を所持する方 

　※要介護認定を受けている方は、要介護認定者移動支援事業の助成が対象となる

場合があります。　 

１枚 500 円のタクシー利用券を交付します。 

※交付枚数は交付月により変動します。 

タクシー料金の支払時にタクシー利用券を渡してください。 

１回の乗車につき、６枚（3,000 円）まで使用できます。 

介護タクシー利用で介助料が必要な場合は、更に３枚追加利用が可能です。 

利用できるタクシー会社は次のとおりです。 

 

＜タクシー＞ 

 

＜リフト付タクシー＞ 

　※　利用の際には、事前に各タクシー会社へ問い合わせてください。 

 

障害者手帳を持参し、申請してください。 

オンラインでも申請可能です。右記 QR コードから申請してください。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 タクシー会社

 寿タクシー ファイブスタータクシー 東播交通

 西脇タクシー はくろタクシー 丸井タクシー

 柏原神姫タクシー

 タクシー会社

 寿タクシー 柏原神姫タクシー オアシスケアサービス

 山南福祉タクシー らくらくサポート 青空介護タクシー

 ケアタクシーこねくと アイリス深山福祉タクシー 介護タクシーやっちゃん

 スマイル介護タクシー 介護タクシーないとう ケアサポート和み

 介護タクシーヨブ 介護タクシーオハナ プライベートケアサービス seva

 神出介護タクシー
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５．西 脇 市 乗 合 タクシー「むすブン」  

乗車したい日時と場所、目的地を、事前に電話で予約することで、自宅付近などの指定場所まで車

が迎えに来て、目的地まで送迎するデマンド型交通です。 

　　乗合タクシー「むすブン」を利用するには、初めて利用する日の 3 日前までに利用登録が必要です。 

　「利用登録申込書」に必要事項を記入し、提出してください。 

 

 

 

６．その他 交 通 機 関 の割 引  

 

 

 

 対象者 

 

 

利用料金 

（１乗車当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先

小学生以上で事前に利用登録を済ませた方 

※　未就学児は要保護者同伴 

 

200 円 

・65 歳以上の方 

・身体障害者手帳所持者 

・療育手帳所持者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　詳細は、市ホームページを 

・精神障害者保健福祉手帳所持者　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご確認ください。 

・小学生 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者の介助者１名 

 

400 円 

・中学生以上 64 歳以下の方 

※　回数券（20 乗車　5,000 円）があります。 

 

無料 

・未就学児 

 

まちづくり部 交通政策課 

原則として電話での予約とします（電話が難しい方は、ファックスでも可） 

電話番号　0795-22-1015（予約センター）　FAX 0795-22-1014

 国内航空運賃 

 

 

 

 

 

 

 

汽船運賃 

 

駐車場

対象者は、次のとおりです。購入および搭乗手続の際に、障害者手帳を提示してく

ださい。 

なお、他の割引制度（早期購入割引等）を利用する方が、運賃が安くなることもあり

ます。 

＜対象者＞ 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する方およびその介

護者１人 

 

購入手続や割引制度の詳細な内容については、各フェリー会社まで問い合わせて

ください。 

公営の駐車場を中心に、障害者割引制度を設けているところがあります。　
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◆　公共料金の減免等　◆ 

 

１．ＮＨＫ放 送 受 信 料 の減 免  

　　「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除とな

ります。免除の適用を受ける場合は、申請手続きが必要です。 

 

 

２．携 帯 電 話 料 金 の割 引  

　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者

証および特定医療費（指定難病）受給者証を所持する方が契約する携帯電話の料金が割引されます。　 

　　携帯電話の会社によって割引の内容が異なりますので、詳細については利用している携帯電話会

社へ問い合わせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 

減免内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得制限 

 

 

申請手続 

 

 

 

その他 

窓口

身体障害者手帳、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する方 

 

全額免除には所得制限があります。 

毎年ＮＨＫから、免除事由継続かどうかの調査があります。所得の状況に変化があ

った場合は、免除が継続されない場合があります。 

障害者手帳、印鑑を持参し、申請してください。 

マイナポータルと連携したＷＥＢ申請が可能です。対象となる方の確認は、ホームペ

ージ「ＮＨＫ受信料の窓口」をご確認ください。 

ＵＲＬ　https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/ 

申請後、契約者や住所が変わったときは、ＮＨＫへ届け出てください。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 全 額 免 除 半 額 免 除

 １　身体障害者手帳をお持ちの方が

いる世帯で、かつ、世帯構成員全

員が市民税非課税の場合 

２　療育手帳をお持ちの方がいる世　

帯で、かつ、世帯構成員全員が市　

民税非課税の場合 

３　精神障害者保健福祉手帳をお持　

ちの方がいる世帯で、かつ、世帯　

構成員全員が市民税非課税の場

合

１　 視覚障害または聴覚障害による身

体障害者手帳をお持ちの方が世帯主

で受信契約者の場合 

２　 重度の身体障害者（１級・２級）の方

が世帯主で受信契約者の場合 

３　 重度の知的障害者（Ａ判定）の方が

世帯主で受信契約者の場合 

４　 重度の精神障害者（１級）の方が世

帯主で受信契約者の場合
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３．無 料 電 話 番 号 案 内 （ふれあい案 内 ）  

電話帳を利用することが困難な方に、無料で電話番号を案内します。 

 

４．青 い鳥 郵 便 葉 書  

重度の身体障害または知的障害のある方に、通常はがきを無料で配布しています。 

 

５．点 字 郵 便 物  

 対象者 

 

 

 

 

登録方法 

 

利用方法 

 

 

 

 

 

 

問合せ先

①　身体障害者手帳の所持者のうち、次の障害がある方 

　ア　視覚障害　　１級～６級 

　イ　肢体障害（上肢・体幹・脳原性運動機能障害）　　１級・２級 

　ウ　聴覚障害　　２～６級 

　エ　音声、言語又はそしゃく機能障害　　３級・４級 

②　療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者 

ふれあい案内事務局まで、登録希望の旨を連絡してください。 

TEL　0120-104174　　FAX  0120-104134 

①　FAX による利用の場合　（FAX　0120-000104） 

「名前、返信先 FAX 番号、ふれあい案内登録番号、暗証番号」及び「問合せを希望

する住所、名前、業種等」を記入し、送信してください。 

②　電話による利用の場合 

　　104 番へ電話をかけ、「ふれあい案内」利用希望と申し出た上で、「ふれあい案 

   内登録番号、暗証番号」を伝えてください。 

ふれあい案内事務局 

TEL　 0120-104174　　FAX　0120-104134 

受付時間：午前９時～午後５時 

※　土・日・祝日および年末年始（12 月 29 日～１月３日）を除く。 

 対象者 

 

配布はがき 

申込期間 

申込方法 

 

 

 

 

 

 

配布方法

①　身体障害者手帳１級または２級を所持する方 

②　療育手帳Ａ判定を所持する方 

通常郵便はがき（無地、インクジェットなど）　20 枚 

４～５月の申込期間（受付期間を過ぎて申し込まれた場合、無償配布できません。） 

〇　窓口の場合 

近くの郵便局（簡易郵便局を除きます。）で障害者手帳を提示し、所定の用紙「青い

鳥郵便葉書配布申込書」で申し込んでください。代理の方による申込みも可能で

す。 

〇　郵送の場合 

　「青い鳥郵便葉書配布申込書」と同様の内容をお手持ちの用紙に記入し、近くの

郵便局（簡易郵便局を除きます。）に郵送してください。 

配達を受け持つ郵便局が郵送にて配布（郵便局の窓口では交付しません。）

 内容 

 

 

問合せ先

点字のみを内容とする封筒および小包を、無料で送ることができます。名あて面上

部に、「点字用郵便」と記載して発送してください。 

※　３㎏まで無料、それ以上の場合は通常の小包料金の 50％割引になります。 

詳しくは、お近くの郵便局にお問い合わせください。 
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６．保 育 料 の軽 減  

 

７．市 内 公 共 施 設 の利 用 料 の割 引  

公共施設の利用料の減免が受けられます。手続方法については、各施設へ問い合わせてください。 

※　にしわき経緯度地球科学館の利用料の割引については、手帳をお持ちの方と付き添いの方１名が

半額になります。 

※　日時計の丘公園や体育館等の利用料の割引については、利用者の半数以上が障害者である場合

に限ります。　 

 

８．その他 施 設 の利 用 料 の割 引  

　 公共施設、美術館、動物園、遊園地等の入場料の割引が受けられます。割引制度の有無や詳細につ

いては、各施設へ問い合わせてください。 

 対象者 

 

軽減額 

窓口

子どもの属する世帯に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手

帳を所持する方等がいる場合、対象となります。 

軽減額は、市民税課税状況等に応じて決まります（該当しない場合があります。）。 

幼保連携課（市庁舎１階　116 番の窓口）

 
施　設　名 所　在　地

連絡先 

（電話番号）
割引

 にしわき経緯度地球科学館 上比延町 334-2 23-2772 半 額

 

岡之山美術館 上比延町 345-1 23-6223

小・中学生

30 円割引

 その他 

50 円割引

 日野体育センター 富吉南町 264-44

総合市民センター 

22-5996
半 額

 黒田庄体育センター 黒田庄町前坂 2159

 総合市民センター 西脇 790-15

 黒田庄ベーシックホール 黒田庄町前坂 2140

 天神池 

スポーツ 

センター

体育館

寺内 517-1 22-0072

半 額

 
温水プール 無 料

 

西脇公園

野球場

坂本 453-46

西脇公園管理 

事務所 

22-6017

半 額

 テニスコート 半 額

 屋内ゲートボール場 半 額

 
野村公園

多目的広場夜間 

照明設備使用
野村町 1796-206

総合市民センター 

22-5996
半 額

 黒田庄 

ふれあい 

スタジアム

野球場
黒 田 庄 町 喜 多

1519-3

総合市民センター 

22-5996

半 額

 
テニスコート 半 額

 黒田庄 

グラウンド
照明設備 黒田庄町前坂 2147

総合市民センター 

22-5996
半 額

 
平野テニスコート 板波町 691-16

総合市民センター 

22-5996
半 額

 
日時計の丘公園

黒 田 庄 町 門 柳

871-14
28-4851 半 額
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◆　自動車の利用支援　◆ 

 

１．自 動 車 運 転 免 許 取 得 費 の助 成  

　 障害がある方の日常生活の行動範囲を広げるために、自動車の運転免許を取得するための費用の

一部を助成します。 

 

 

２．自 動 車 改 造 費 の助 成  

　 重度肢体障害者が自動車を操作しやすいように改造する費用を助成します。改造前の申請が必要

ですので、事前にご相談ください。 

　 なお、過去５年以内に助成を受けた場合は、対象となりません。 

 

 

 

 

 対象者 

 

 

 

助成額 

申請手続 

 

 

 

 

 

 

窓口

身体障害者手帳を所持し、自ら運転する方のうち、次のいずれにも該当する方 

　①　市内に１年以上居住していること。 

　②　教習所において技能を習得し、運転免許を新規に取得すること。 

　③　所得制限に該当しないこと。 

免許の取得に直接要した経費の１／２（上限 100,000 円） 

免許取得後１か月以内に、次の書類を添えて申請してください。 

（①、②の様式は社会福祉課にあります。） 

　①　世帯調書 

　②　自動車運転技能教習終了証明書 

　③　取得した運転免許証の写し 

　④　身体障害者手帳 

　⑤　印鑑 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 対象者 

 

 

 

 

 

助成額 

申請手続 

 

 

 

 

 

窓口

次のいずれにも該当する方 

　①　市内に１年以上居住していること。 

　②　重度（１級または２級）の上肢、下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳を 

　　所持していること。 

　③　就労等のために障害者本人が所有し、自ら運転する自動車であること。 

　④　所得制限に該当しないこと。 

自動車の操向装置および駆動装置の改造に要した費用（上限 100,000 円） 

改造に着手する前に、次の書類を添えて申請してください。 

　①　見積書 

　②　改造の内容がわかる書類および改造前の写真 

　③　運転免許証 

　④　身体障害者手帳 

　⑤　印鑑 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）
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３．兵 庫 ゆずりあい駐 車 場 制 度  

　障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫

ゆずりあい駐車場利用証」を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 

 

 

申請手続 

 

 

 

 

 

窓口 

 

 

 

 

 

利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、

歩行が困難な方 

　 

次の書類を用意して申請してください。 

①　申請書（申請窓口にあります。県のＨＰからダウンロードできます。） 

②　対象者であることを証明できる書類またはその写し 

　　（例：障害者手帳、特定医療費（指定難病）受給者証登録者証の写し等） 

③　代理人の方の身分証明書（代理申請の場合） 

 

①　社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口） 

②　加東健康福祉事務所　監査・福祉課（社総合庁舎内） 

　　 TEL　0795-42-9357　　FAX　0795-42-4050 

③　兵庫県福祉部　ユニバーサル推進課　　　 

　　 TEL　078-362-4379　　FAX　078-362-9040 

　 

　「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標識がある駐車区画に駐車するときに、利用証

をルームミラーにかけるなど、外から見えるように車内に掲示します。 

※　「駐車禁止除外指定車標章」を利用証として使用することができます。 

※　対象となる駐車区画がある施設は、県のホームページで確認できます。 

URL：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/tyuusyajyou.html 

　　　　　  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【案 内 標 識 】   　　　  　　　　　　【利 用 証 】　　　　　　
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４．除 外 指 定 車 標 章 の交 付  

　 障害者本人が乗降する自動車を駐車する場合に、駐車禁止区域に必要最小限の駐車を認める標章

です。兵庫県公安委員会が交付します。 

 

 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請手続 

 

 

 

 

 

 

 

有効期間 

問合せ先 

注意事項 

 

 

 

 

その他

次の障害に該当する場合に対象となります。 

　　※①　両上肢の機能の著しい障害または両上肢のすべての指を欠く障害に限る。 

　　※②　一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。 

次の書類を用意して申請してください。 

①障害者手帳 

②今までに標章を受けている場合はその標章 

代理の方による申請手続きの場合は、下記の書類をご用意ください。 

①委任状 

　※障害の事情等により委任状を作成できない場合は、窓口でご相談ください。 

②代理の方の本人確認ができるもの 

③標章の交付を受けようとする方と代理の方との関係が分かる書類 

標章の交付は、申請から 14 日後（土・日・祝日を除く。）の平日です。 

発行の日から３年 

西脇警察署　　TEL　22-0110（代） 

標章を掲示していても、次のような場所や方法での駐車はできません。 

①駐停車禁止場所（交差点付近、横断歩道付近、バス停付近など） 

②道路交通法で駐車が禁止された場所（駐車場の出入口付近、消火栓付近など） 

③道路の右側駐車など、定められた駐車の方法によらない駐車 

④長時間駐車、車庫代わり駐車 

インターネットで申請することができます。 

詳しくは、兵庫県警察ホームページをご覧ください。

 区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

 

身 

体 

障 

害 

者 

手 

帳

視覚障害 ● ● ● ● × ×

 聴覚障害 ● ● × ×

 平衡機能障害 ● ×

 上肢機能障害 ● ① × × × ×

 下肢機能障害 ● ● ● ● × ×

 体幹機能障害 ● ● ● ×

 乳幼児期以前の

非進行性の脳病

変による運動機

能障害

上肢機能 ● ② × × × ×

 

移動機能 ● ● ● ● × ×

 内部障害(下記を除く) ● ● ●

 内部障害（肝臓） ● ● ● ×

 内部障害（膀胱又は直腸） ● ● ×

 免疫機能障害 ● ● ● ●

 療育手帳 Ａ判定

 精神障害者保健福祉手帳 １級

 難病 色素性乾皮症
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◆　障害者総合支援法によるサービス　◆ 

　 障害のある方が、住み慣れた地域でできるだけ自立した日常生活および社会生活を営むことがで

きるよう、障害福祉サービス等の提供や、相談などの支援を行います。 

 

１．障 害 福 祉 サービス  

 

 

 

 

 

 

 対象者 

 

 

利用手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用 

 

 

 

 

窓口

①　障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）をお持ちの方で

サービス利用が必要であると認められる方 

②　障害者総合支援法の対象疾病 （376 疾病）により、継続的に日常生活または社会

生活に相当な制限を受けている方 

　 ～ 　利用手続の流れ ～　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①　介護保険の対象となる方は、原則として介護保険サービスの利用が優先され 

ます。 

②　サービスを利用したときには、費用の１割が自己負担となります。ただし、負担 

が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。 

 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）　

相　　談

訪問調査・医師意見書

障害支援区分の認定

計画作成

●　市または障害者相談支援センターに相談します。 

 

●　サービスの利用申請をします。 

 

●　市職員などが、心身の状態や日常生活に関して聞

き取り調査をします。 

　　また、主治医に意見書を依頼します。 

●　調査書や主治医の意見書をもとに、審査会で障

害支援区分を認定します。 

 

●　相談支援専門員がサービスの利用意向の聞き取 

りを行い、計画を作成します。 

 

●　計画に基づいて、障害福祉サービス受給者証を

交付します。 

●　利用したい事業者と契約を結び、利用を開始しま

す。

支給決定

契約・利用開始

利用申請
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⑴　　障 害 福 祉 サービスの種 類  

 

 

 

サービス名
給付の

種類
サービス内容

 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス

居宅介護 

（ホームヘルプ）

介護 

給付
自宅で入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

 
重度訪問介護

介護 

給付

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅での

介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

 
同行援護

介護 

給付

視覚障害により、外出時の移動が困難な方に同行し、移動に必

要な援護を行います。

 
行動援護

介護 

給付

知的・精神障害により行動が困難で、常に介護の必要な方に、

危険回避のために必要な支援や外出支援を行います。

 短期入所 

（ショートステイ）

介護 

給付

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施

設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 
重度障害者等包括支援

介護 

給付

介護の必要性が特に高い方に、居宅介護など複数のサービス

を包括的に行います。

 
自立生活援助

介護 

給付

ひとり暮らしに必要な生活力等を補うために、定期的な居宅訪

問や随時の対応により、一定期間、必要な支援を行います。

 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

療養介護
介護 

給付

医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護、日常生活の援助を行います。

 
生活介護

介護 

給付

常に介護を必要とする方に、昼間、施設での介護を行うほか、

創作的活動または生産活動の機会を提供します。

 自立訓練 

(機能訓練・生活訓練)

訓練等

給付

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機

能または生活能力の向上のための訓練を行います。

 

就労選択支援
訓練等

給付

障害のある人が就労先・働き方についてより良い選択ができる

よう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能

力や適性等にあった選択の支援を行います。

 
就労移行支援

訓練等

給付

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な

知識および能力の向上のための訓練を行います。

 
就労継続支援 

(雇用型・非雇用型)

訓練等

給付

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するととも

に、知識および能力の向上のための訓練を行います。

 

就労定着支援
訓練等

給付

一般企業等に就労された方に、就労の継続を図るために、一定

期間、企業や自宅等への訪問、必要な連絡調整、指導および助

言等を行います。

 居
住
系
サ
ー
ビ
ス

共同生活援助 

(グループホーム)

訓練等

給付

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助

を行います。入居者について、家賃助成制度があります。（所得

制限があります。）

 

施設入所支援
介護 

給付

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等

を行います。
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２．地 域 生 活 支 援 事 業  

　 地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市が実施する事

業です。利用にあたっては、障害福祉サービスの利用申請に準じた手続が必要です。 

 

サービスの利 用 者 負 担 上 限 額  

障害のある人の利用者負担 

※入所施設利用者（20 歳以上）およびグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般２」になります。 

障害のある児童の利用者負担 

 
サービス名 サービス内容

 
地
域
相
談
支
援

地域移行支援

障害者支援施設からの退所や、精神科病院からの退院に向け、

住居の確保や新生活の準備、障害福祉サービスの体験利用な

どの支援を行います。

 

地域定着支援

地域において単身生活をしている障害者や、同居の家族による

支援を受けることが困難な障害者に対して、連絡相談等のサポ

ートを行います。

 サービス名 サービス内容 対象者

 

移動支援事業

公的機関に行くなど、社会生活上必

要不可欠な外出や、社会参加促進の

観点から特に必要と認められる外

出について支援をします。

障害により屋外での移動が困難な、障

害者手帳を所持する重度の肢体障害

者や知的障害者など 

 

日中一時支援事業

障害のある方に日中の活動の場を

提供するとともに、日常的に介護し

ている家族に一時的な休息を提供

します。 

日中に自宅で介護する方が不在など

の理由で、一時的に見守り等が必要と

認められる 65 歳未満の障害者およ

び障害児

 利用者負担 

 

窓口

サービス費用の１割 

ただし、所得に応じて上限額が定められます。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 区分 世帯の収入状況 上限額（月額）

 生活保護 生活保護受給世帯 ０円

 低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

 
一般１

市町村民税課税世帯（所得割 16 万円未満） 

※入所施設利用者（20 歳以上）およびグループホーム利用者を除く
9，300 円

 一般２ 上記以外 37，200 円

 区分 世帯の収入状況 上限額（月額）

 生活保護 生活保護受給世帯 ０円

 低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

 

一般１
市町村民税課税世帯 

（所得割 28 万円未満）

通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600 円

 入所施設利用の場合 9，300 円

 一般２ 上記以外 37，200 円
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３．補 装 具 ・福 祉 用 具  

 

⑴　補 装 具 の購 入 ・修 理 ・借 受  

　 身体障害者の日常生活上必要な移動等の確保や、能率の向上を図るため、身体機能を補完する装

具等の作成費用、修理費用および借受費用を支給します。 

 

 

 

 対象者 

 

 

申請手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担 

介護保険制度 

 

窓口

①　身体障害者手帳を所持する方 

②　障害者総合支援法の対象疾病をお持ちの方 

※　ただし、他の制度が利用できる場合は、対象とならない場合があります。 

　補装具には、次のような種類があります。補装具の種類ごとに必要書類や手続が

異なりますので、事前にご相談ください。 

　来所判定の場合は、兵庫県立身体障害者更生相談所での判定となります。 

⑴　難病の方は、身体障害者手帳の代わりに、医師の意見書等の提出が必要です。 

⑵　障害児（18 歳未満）の場合は、上記のほかに「起立保持具」「頭部保持具」「排便 

補助具」が認められる場合があります。 

⑶　障害児（18 歳未満）の場合は、原則としてすべての補装具について文書判定を 

行います。来所判定は必要ありませんが、「医師の意見書」と「補装具見積書」が必 

要となります。 

原則として費用の１割（課税状況により軽減制度があります。） 

介護保険対象者が、車椅子（既製品）・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえを希望す

る場合には、介護保険制度が優先となります。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）　

 

対 象 者 

区　　分
補装具の種類

判定 

方法

必 要 書 類

 
身
障
手
帳
等

医
師
の 

意
見
書

補
装
具 

見
積
書

 

視覚障害

視覚障害者安全つえ 文書 ● ●

 眼鏡 文書 ● ● ●

 義眼 文書 ● ● ●

 聴覚障害 補聴器 文書 ● ● ●

 

肢体不自由 

義肢 来所 ●

 装具 来所 ●

 座位保持装置 来所 ●

 車椅子（既製品) 文書 ● ● ●

 車椅子（ｵｰﾀﾞｰ) 来所 ●

 電動車椅子　 来所 ●

 歩行器 文書 ● ● ●

 歩行補助つえ 文書 ● ●

 意思伝達装置 文書 ● ● ●
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⑵　日 常 生 活 用 具 の給 付  

　 障害のある方の日常生活をより円滑にするために必要な用具を給付します。用具により対象者や

申請に必要な書類が異なります。 

 

 

日常生活用具の種目と給付対象者一覧表 

 

 対象者 

 

 

申請手続 

 

 

 

利用者負担 

介護保険制度 

 

窓口

下記のうち、一覧表の給付対象者に該当する方 

①　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

②　障害者総合支援法の対象疾病をお持ちの方 

申請には、次の書類が必要です。 

①　障害者手帳 

②　医師意見書（種目により不要。ただし、難病の方は全種目必要） 

③　見積書・購入する用品のカタログ 

原則として費用の１割（課税状況により軽減制度があります。） 

介護保険対象者が、種目に「※」がある用具を希望する場合には、介護保険制度に

よる貸与・給付が優先されます。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）　　

 
種　　目 給　付　対　象　者 基準価格

耐用

年数

 

介
護
・訓
練
支
援
用
具

特殊寝台(※)

①　下肢または体幹機能障害２級以上で、自力で寝返

りまたは起き上がりができない障害者 

②　寝たきりの状態にある難病患者

154,000 円 ８年

 

特殊マット(※)

①　常時介護を要する下肢または体幹機能障害１級の

障害者 

②　下肢または体幹機能障害２級以上で、３歳以上の

障害児 

③　療育手帳Ａ判定で、３歳以上の者 

④　寝たきりの状態にある難病患者

102,000 円 ５年

 

特殊尿器(※)

①　常時介護を要する下肢または体幹機能障害１級の

障害者で、学齢児以上の者 

②　自力で排尿できない難病患者

67,000 円 ５年

 
入浴担架

下肢または体幹機能障害２級以上（入浴にあたって、

他人の介助を要する者に限る。）で、学齢児以上の者
82,400 円 ５年

 

体位変換器（※）

①　下肢または体幹機能障害２級以上（下着交換等に

あたって他人の介助を要する者に限る。）で、学齢

児以上の者 

②　寝たきりの状態にある難病患者

15,000 円 ５年

 

移動用リフト(※)

①　下肢または体幹機能障害２級以上で、学齢児以上

の者 

②　下肢または体幹機能に障害のある難病患者

159,000 円 ４年

 
訓練いす

下肢または体幹機能障害２級以上で、３歳以上の障害

児
33,100 円 ５年

 

訓練用ベッド

①　下肢または体幹機能障害２級以上で、学齢以上の

障害 

②　下肢または体幹機能に障害のある難病患者

159,200 円 ８年
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種　　目 給　付　対　象　者 基準価格

耐用

年数

 

自
立
生
活
支
援
用
具

入浴補助用具(※)

①　下肢または体幹機能障害を有し、入浴に介助を

必要とする３歳以上の者 

②　入浴に介助を要する難病患者

90,000 円 ８年

 

便器(※)

①　下肢または体幹機能障害２級以上で、学齢児以

上の者 

②　常時介護を要する難病患者

4,450～5,400

円
８年

 
腰掛便座(※)

下肢または体幹機能障害２級以上で、学齢児以上

の者
23,100 円 ８年

 

頭部保護帽

①　平衡機能障害３級または下肢もしくは体幹機能

障害２級以上で頻繁に転倒する者 

②　療育手帳Ａ判定または精神障害者保健福祉手

帳１級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒

する者 

ア 主材料がｽﾎﾟﾝｼﾞ・皮　 

イ 主材料がｽﾎﾟﾝｼﾞ・皮・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

 

 

 

 

 

ア 15,600 円 

イ 37,800 円

３年

 

Ｔ字状・棒状のつえ 

(※)

下肢または体幹機能障害により、歩

行障害があり、支持が必要な者

主体－ 

木材
2,200 円

３年
 主体－ 

軽金属
3,000 円

 

移動・移乗支援用具

(※)

①　平衡機能障害または下肢もしくは体幹機能障

害を有し、家庭内の移動等において介助を必要

とする学齢児以上の者 

②　下肢が不自由な難病患者

60,000 円 ８年

 
特殊便器

①　上肢障害２級以上で、学齢児以上の者 

②　上肢機能に障害のある難病患者
151,200 円 ８年

 

火災警報機

障害等級２級以上、療育手帳Ａ判定または精神障

害者保健福祉手帳１級の者（火災発生の感知およ

び避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこ

れに準ずる世帯）

15,500 円 

２台まで
８年

 

自動消火器

①　障害等級２級以上、療育手帳Ａ判定または精神

障害者保健福祉手帳１級の者（火災発生の感知

および避難が著しく困難な障害者のみの世帯お

よびこれに準ずる世帯） 

②　火災発生の感知および避難が著しく困難な難

病患者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

28,700 円 ８年

 

電磁調理器

視覚障害２級以上、療育手帳Ａ判定または精神障

害者保健福祉手帳１級の者（当該障害を有する者

のみの世帯およびこれに準ずる世帯）

41,000 円 ６年

 歩行時間延長信号

機用小型送信機
視覚障害２級以上で、学齢児以上の者 7,000 円 10 年

 
聴覚障害者用屋内

信号装置

聴覚障害２級（聴覚障害者のみの世帯およびこれ

に準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世

帯）

87,400 円 10 年
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種　　目 給　付　対　象　者 基準価格

耐用

年数

 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具

透析液加温器

腎臓機能障害３級以上の自己連続携行式腹膜灌

流法（ＣＡＰＤ）による透析療法を行う者で、３歳以

上のもの

51,500 円 ５年

 

ネブライザー

①　呼吸器機能障害３級以上または同程度の障害

の状態であり、吸入加湿処置により呼吸に伴う

負担の軽減を図るため必要と認められる者 

②　呼吸器機能に障害のある難病患者

36,000 円 ５年

 

電気式たん吸引器

①　呼吸器機能障害３級以上または同程度の障害

の状態であり、必要と認められる者 

②　呼吸器機能に障害のある難病患者

56,400 円 ５年

 
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者 17,000 円 10 年

 

人工呼吸器、ネブラ

イザー及び電気式た

ん吸引器用自家発

電機又は蓄電池等

①　在宅において人工呼吸器を使用

し、またはネブライザー、電気式た

ん吸引器等の用具の給付を受け

た身体障害者（児） 

②　在宅において人工呼吸器を使用

し、またはネブライザー、電気式た

ん吸引器等の用具の給付を受け

た難病患者

自家発電機   100,000 円 10 年

 
蓄電池等　　 　 50,000 円 ５年

 

申請１回につき、自家発電機 

または蓄電池等のいずれか 

１種目

 
視覚障害者用体温

計（音声式）

視覚障害２級以上で、学齢児以上の者（視覚障害

者のみの世帯およびこれに準ずる世帯）
9,000 円 ５年

 
視覚障害者血圧計

視覚障害２級以上で、学齢児以上の者（視覚障害

者のみの世帯およびこれに準ずる世帯）
15,500 円 ５年

 視覚障害者用体重

計

視覚障害２級以上で、学齢児以上の者（視覚障害

者のみの世帯およびこれに準ずる世帯）
18,000 円 ５年

 

動脈血中酸素飽和

度測定器（パルスオ

キシメーター）

①　呼吸器機能障害３級以上または同程度の障害

の状態であり、人工呼吸器の装着が必要と認

められる者 

②　人工呼吸器の装着が必要な難病患者

157,500 円 ６年

 

人工鼻

喉頭摘出者で、永久気管孔により呼吸を行ってい

る者のうち医療保険等による給付を受けることが

できない者 

 

23,760 円/月 ―
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種　　目 給　付　対　象　者 基準価格

耐用

年数

 

情
報
・意
思
疎
通 

支
援
用
具

携帯用会話補助装

置

音声機能もしくは言語機能障害または肢体不自

由で、発声発語に著しい障害を有する学齢児以上

の者

98,800 円 ５年

 
情報・通信支援用具

視覚障害２級以上または上肢障害２級以上で、文

字を書くことが困難な学齢児以上の者
100,000 円 ６年

 

点字ディスプレイ

視覚障害および聴覚障害の重度重複障害（視覚障

害２級以上かつ聴覚障害２級）で、必要と認められ

る者

383,500 円 ６年

 

点字器 視覚障害２級以上で、学齢児以上の者
1,700～　 

10,700 円

５年～

７年

 
点字タイプライター

視覚障害２級以上の者（本人が就労もしくは就学

している、または就労が見込まれる者に限る。）
63,100 円 ５年

 

視覚障害者用ポー

タブルレコーダー
視覚障害２級以上で、学齢児以上の者

録音再生機

85,000 円

６年
 再生専用機

48,000 円

 視覚障害者用活字

文書読上げ装置
視覚障害２級以上で、学齢児以上の者 99,800 円 ６年

 
視覚障害者用拡大

読書器

視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可

能になる学齢児以上の者
２５０,000 円 ８年

 視覚障害者用音声

読書器

視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可

能になる学齢児以上の者
207,900 円 ８年

 

視覚障害者用時計 視覚障害２級以上の障害者

触読時計 

10,300 円
10 年

 音声時計 

13,300 円

 
視覚障害者用情報

受信装置

視覚障害２級以上で、本装置により地上デジタル

放送の音声を受信することが必要な者
29,000 円 ６年

 
聴覚障害者用通信

装置

聴覚障害または発声発語に著しい障害を有する

者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段とし

て必要と認められる学齢児以上の者

30,000 円 ５年
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＊＊ＭＥＭＯ＊＊ 

 

 

 

 

 
種　　目 給　付　対　象　者 基準価格

耐用

年数

 

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具

聴覚障害者用情報

受信装置

聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能にな

る者
88,900 円 ６年

 
人工内耳体外部装

置（ｽﾋﾟｰﾁﾌﾟﾛｾｯｻ）

現に人工内耳を装用している聴覚障害者（児）で、

本装置の買い換えについて医療保険等による給付

が受けられない者

300,000 円／

片耳
５年

 
人工喉頭

喉頭摘出者 笛　式 5,100 円 ４年

 電動式 72,200 円 ５年

 
点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

（児）

市長が必要と 

認めた額
―

 

排
泄
管
理
支
援
用
具

ストマ用装具
直腸機能障害でストマを造設した者 9,460 円/月

―
 ぼうこう機能障害でストマを造設した者 12,430 円/月

 

紙おむつ等

①　ストマの著しい変形等によりストマ用装具等の

使用が困難な者 

② 高度の排泄機能障害を有する者で、３歳以上の

もの 

③　次のいずれかに該当する重度知的障害者（児）

で、３歳以上のもの 

ア　脳原性運動機能障害を有する　者 

イ　下肢又は体幹機能障害２級以上の者

12,000 円/月 ―

 

収尿器

①　ぼうこう機能障害で排尿のコントロールが困難

な者 

②　尿路変更のストマを造設した者

5,800～　 

8,700 円
１年

 
住
宅
改
修

居宅生活動作補助

用具(※)

①　下肢、体幹機能障害または運動機能障害（移動

機能障害に限る。）３級以上で、学齢児以上の者 

②　下肢または体幹機能に障害のある難病患者 

※　障害者１人につき１回限りの利用となります。

200,000 円
１回 

限り
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◆　児童に対するサービス　◆ 

 

１．軽 ・中 度 難 聴 児 補 聴 器 購 入 費 等 助 成 制 度  

　 身体障害者手帳の交付対象とならない、軽・中度難聴児の聞こえの確保と言語発達の支援のため、

補聴器購入費用等を一部助成します。 

　 両耳の聴力レベルが 30 デシベル以上 70 デシベル未満であること。 

※　両耳とも聴力レベルが 30 デシベル未満の場合であっても、医師が補聴器の装用が必要と認める

時は助成の対象とする。 

 

 

 

２．さぽーとノート・サポートファイル  

 

 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

助成額 

 

 

 

申請手続 

 

 

 

窓口

次のすべてにあてはまる方 

①　対象児童の保護者が西脇市内に住所を有すること。 

②　年齢が０歳から 18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの間にあること。 

③　両耳の聴力レベルが 30 デシベル以上 70 デシベル未満であること。 

※　両耳とも聴力レベルが 30 デシベル未満の場合であっても、医師が補聴器の装 

　　用が必要と認める時は助成の対象とする。 

④　補聴器の装用により、一定の効果があると医師が判断していること。 

 

補聴器購入費　　　　　　　　40,000 円～100,000 円 

イヤモールド等交換費　　 6,000 円～ 18,000 円 

※　購入する品目によって助成額が異なります。 

 

申請には、次の書類が必要です。 

①　医師意見書（様式は社会福祉課にあります。） 

②　見積書 

 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）　

 対象者 

 

内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口

身体・知的・精神に障害があるなど、発達が気になる子ども 

 

さぽーとノート 

発育状況や生活状況を記録する母子健康手帳のような役割のノートです。 

保護者が管理し、就園や就学など様々な相談のときに、子どもの状態を説明するた

めに活用できます。 

 

サポートファイル 

乳幼児期から成人期までのライフステージにおいて、一貫した支援や配慮が途切れ

ることなく受けられることを目的に作られたファイルです。 

認定こども園や学校等と子どもの様子を共有するときに活用できます。 

就園・就学後は、それぞれの園や学校でファイルを管理します。 

 

はぴいくサポートセンター（市庁舎１階　115 番の窓口）　
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３．児 童 福 祉 法 によるサービス  

 

⑴　障 害 児 入 所 支 援  

 

 

⑵　障 害 児 通 所 支 援  

 

 サービス名 サービス内容

 
福祉型障害児入所施設

障害児を入所させて保護し、日常生活の指導および独立自

活に必要な知識技能を与えます。

 
医療型障害児入所施設

障害児を入所させて保護し、日常生活の指導および独立自

活に必要な知識技能の付与および治療を行います。

 対象者 

 

 

申請手続 

 

 

窓口

身体、知的または精神に障害のある子ども 

※　手帳の有無は問いません。 

 

兵庫県加東こども家庭センターを通じて行います。 

まずは、はぴいくサポートセンターでご相談ください。 

 

はぴいくサポートセンター（市庁舎１階　115 番の窓口）

 サービス名 サービス内容

 

児童発達支援
未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導

や、知的技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

 

放課後等デイサービス

就学中の障害児に、放課後または夏休み等の休業日に、生活

能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を

行います。

 

居宅訪問型児童発達支援
重度または外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して、日

常生活における基本的な動作の指導等を行います。

 
保育所等訪問支援

障害児が通う保育所等を訪問し、集団生活への適応のため

の専門的な支援等を行います。

 対象者 

 

 

申請手続 

 

 

 

 

 

利用者負担 

 

窓口

身体、知的または精神に障害のある子ども 

※　手帳の有無は問いません。 

 

申請には、次の書類が必要です。 

　①　印鑑 

　②　障害者手帳、診断書など障害の状態がわかる書類 

　③　特別児童扶養手当等を受給していることがわかる証明書または書類 

（受給している方のみ） 

　④　加入医療保険を確認できる書類（児童発達支援（医療型）を申請する場合） 

 

保護者の所得に応じて、自己負担額が設定されます。 

 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口） 
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◆　介護保険サービスの利用　◆ 

　介護保険は、40 歳以上の方が加入者となって保険料を納め、介護が必要になったときに、サービス

を利用できる制度です。 

　 介護保険サービスには、障害者総合支援法に基づくサービスと類似するものが多数ありますが、原

則として介護保険サービスの利用が優先されます。 

 

 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用 

 

 

 

 

窓口

①　65 歳以上の方で、介護や支援が必要と認定された方 

②　40 歳から 64 歳までの方で、次の特定疾病により、介護や支援が必要である

と認定された方 

 

〈特定疾病〉 

 

　 ～ 　利用手続の流れ ～　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①　介護保険のサービスを利用する際には、要介護（要支援）状態区分別に保険か

ら給付される上限額（支給上限額）が決められています。 

②　サービスを利用したときには、原則として、費用の１割、２割または３割が自己

負担となります。 

 

長寿福祉課（市庁舎１階　113 番の窓口）

 ◆がん（医師が一般に認められてい

る医学的知見に基づき回復の見込

がない状態に至ったと判断したも

のに限る。） 

◆関節リウマチ 

◆筋萎縮性側索硬化症 

◆後縦靭帯骨化症 

◆骨折を伴う骨粗しょう症 

◆多系統萎縮症 

◆初老期における認知症 

◆脊髄小脳変性症 

◆早老症 

◆脊柱管狭窄症

◆糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 

　および糖尿病性網膜症 

◆脳血管疾患 

◆進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核 

　変性症およびパーキンソン 

◆閉塞性動脈硬化症 

◆慢性閉塞性肺疾患 

◆両側の膝関節または股関節に著しい 

　変形を伴う変形性関節症

要介護認定申請

訪問調査・医師意見書

要介護状態区分の判定

サービス利用開始

●サービス利用を希望する方は、長寿福祉課に 

　「要介護認定」の申請をしてください。 

●市職員などが訪問し、心身の状況などについ 

　て調査します。 

●調査結果や医師意見書により、「審査会」で 

　要介護状態区分が判定されます。区分には、 

　要介護１～５と要支援１～２があります。 

●ケアマネジャーにケアプランを作成してもら 

　い、サービスの利用を開始します。
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◆　在宅生活の支援　◆ 

 

１．車 椅 子 の一 時 貸 出  

 

２．福 祉 電 話 の貸 与  

 

３．訪 問 入 浴 サービス  

 

４．にしわき安 心 ボトル（救 急 医 療 情 報 キット）  

 

５．福 祉 票  

 

 内容 

対象者 

 

問合せ先

一時的に車椅子が必要となった方に、最大３か月間、無料で貸し出します。 

歩行が困難で、車椅子が必要な方（身体障害者手帳の有無は問いません。） 

介護保険が適用される方は、利用できない場合があります。 

西脇市社会福祉協議会　　　TEL　22-5400　　　FAX　23-1891

 内容 

 

窓口

電話を保有しない低所得のひとり暮らし高齢者や重度障害者に対し、緊急連絡の

手段を確保するために、福祉電話を貸与します。 

長寿福祉課・社会福祉課（市庁舎１階　113 番、114 番の窓口）

 内容 

対象者 

 

費用負担 

窓口

在宅の重度身体障害者を対象に、移動入浴車により入浴サービスを行います。 

64 歳以下の身体障害者手帳１級または２級を所持する肢体障害の方。ただし、介

護保険の対象となる方を除きます。 

入浴費用の１割（1,310 円） 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 内容 

 

 

対象者 

 

 

 

使い方 

窓口

重度障害の方や高齢者のみの世帯の方などが救急車を呼んだとき、その場に家族

等がいなくても、かかりつけの医療機関や持病、服用中の薬、緊急連絡先等の情報

を救急隊員に伝えられるようにするためのキットです。 

①　重度障害（身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳

１級）の方 

②　65 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の方 

③　上記に準ずる方 

専用の用紙に必要な情報を記載し、ボトルに入れて冷蔵庫に保管します。 

社会福祉課・長寿福祉課（市庁舎１階　113 番、114 番の窓口）

 内容 

 

 

対象者 

 

 

 

 

 

窓口

市内に居住する高齢者、障害者等で援護が必要な方を把握し、迅速な支援ができ

る体制を確立するための資料で、民生委員･児童委員を通じて提出します。　また、

災害時の避難等の支援につなげるための資料としても利用します。 

普段は何とか生活できているが、緊急なことが発生した場合に家族の支援が受け

られない、または家族だけでは対処できず第三者の支援が必要と思われる方 

①　おおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯の方 

②　寝たきりの方または重度障害の方 

③　視覚障害者または聴覚障害者のみの世帯の方 

④　上記に準ずる方 

社会福祉課・長寿福祉課（市庁舎１階　113 番、114 番の窓口）



47 

６．住 宅 改 造 費 の助 成  

 

７．朗 読 ＣＤの貸 出  

 

 

８．身 体 障 害 者 補 助 犬 の貸 与  

 

 内容 

 

対象者 

 

 

 

助成限度額 

 

窓口

身体等に障害のある方が引き続き自宅で生活できるよう、住まいを改造する費用

を助成します。 

次に該当する方が対象となります。所得制限があります。（所得税非課税世帯） 

①　身体障害者手帳１級または２級の方 

②　療育手帳Ａ判定の方 

③　介護保険法による要支援または要介護認定を受けた方 

１世帯あたり最大 100 万円 

（課税状況や改造箇所により、助成限度額が変わります。） 

社会福祉課・長寿福祉課（市庁舎１階　114 番、113 番の窓口）　　

 内容 

 

貸付対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込手続 

 

窓口

身体障害のある方に対し、自立および社会参加促進を図ることを目的として、身体

障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）の貸与を行っています。 

障害の種類および程度が下表に該当し、原則として、次の要件のいずれにも該当

する方 

①　県内に居住する方 

②　自立または就労等社会活動への参加に効果があると認められる方 

③　現に障害者支援施設およびこれに類する施設に入所していない方 

④　自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住する方にあっては、その家屋の所有 

　　者または管理者から補助犬の飼育について承諾を得た方 

⑤　所定の訓練を受け、補助犬を適切に利用できると認められる方 

 

例年、４月頃に希望者の募集があります。あらかじめ社会福祉課に相談してくださ

い。 

①　社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口） 

②　兵庫県福祉部　ユニバーサル推進課 

　　　TEL　078-362-4379　　FAX　078-362-9040

 補助犬の種類 障害の種類および程度

 盲 導 犬 視覚障害１級または２級の身体障害者手帳所持者

 介 助 犬 肢体不自由１級または２級の身体障害者手帳所持者

 聴 導 犬 聴覚障害２級の身体障害者手帳所持者

 内容 

 

 

 

 

問合せ先

視覚障害者の方に、朗読ＣＤを郵送で貸し出しています。 

 

西脇市社会福祉協議会　　　TEL　22-5400

 声の広報 広報「にしわき」　　　　　　　 　月１回発行　60 分

 カナリヤだより 社協だより、議会だより等　　月１回発行　90 分
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９．手 話 通 訳 者 ・要 約 筆 記 者 の派 遣  

聴覚・音声・言語機能に障害のある方が手話や文字によるサポートを必要とする場合に、手話通訳

者または要約筆記者を派遣します。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

＼オンライン申請はこちらから／　 

 

10．盲 ろう者 向 け通 訳 ・介 助 員 の派 遣  

 

 対象者 

 

 

 

 

 

派遣内容 

 

 

 

 

 

利用者負担 

 

利用方法 

 

窓口

①　西脇市内に住所を有するまたは西脇市内に勤務する方で、聴覚・音声・言語機

能障害のいずれかの身体障害者手帳をお持ちの方 

②　西脇市内で活動する、聴覚に障害のある方等との意思の疎通を図ることが必

要な公共団体または福祉団体 

※　福祉、文化、体育等の活動を行う場合に限る。ただし、政治、宗教及び営利

を目的とする活動を除く。 

①　各種届出、相談等のため官公庁、学校園等の公的機関へ行くとき 

②　受診等のため医療機関へ行くとき 

③　学習活動、冠婚葬祭等に参加するとき 

④その他市長が必要と認めたとき 

派遣区域は、原則として西脇市内となります。内容によっては、派遣ができないこ

とがあります。ご不明なことがあれば、事前に相談してください。 

無料 

※遠方の場合には、通訳者等の交通費をご負担いただく場合があります。 

派遣を希望する日の 10 日前（公共団体等は、１か月前）までに申請してください。 

オンラインでの申請も可能です。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）

 対象者 

利用方法 

 

問合せ先

兵庫県内在住で、視覚障害と聴覚障害両方の身体障害者手帳をお持ちの方 

下記の窓口まで直接申込みをしてください。 

内容によっては、派遣ができないことがあります。 

ひょうご盲ろう者支援センター 

TEL　078-579-7601　　FAX　078-579-7603
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11．１１０番 アプリ・ファクス１１０番  

 

12．Ｎｅｔ１１９緊 急 通 報 システム  

 

13．ファクス１１９番  

 内容 

 

110 番アプリ 

 

メール通報 

 

 

FAX110 

 

 

問合せ先

聴覚・言語が不自由な方のために、１１０番アプリやファクスで１１０番通報を受け付

けています。 

スマートフォンで「110 番アプリ」を検索して、インストールしてください。通報に

は、氏名、電話番号、自宅住所、年齢、性別の事前登録が必要です。 

フィーチャーフォンからの通報は、専用 URL（http://mobile110.npa.go.jp）

から行ってください。通報には、氏名、電話番号、自宅住所、年齢、性別の事前登録

が必要です。 

専用ファックス（FAX 078-382-0110）に送信してください。 

「事故・事件の別」「場所」「時間」「犯人の状況」「今の状況」「送信者」を明記してくだ

さい。 

兵庫県警察本部　　TEL　078-341-7441　　FAX　078-341-2110

 内容 

 

利用方法 

 

登録方法 

　　　　　　　　　　　 

 

問合せ先 

聴覚・言語に障害のある方が、スマートフォンなどの携帯端末を使って１１９番通報

ができるシステムです。 

事前に登録申請をすると、専用サイトを通じて１１９番（救急・火事）通報ができま

す。 

［窓口申請］ 

　申請書に必要事項を記入して提出してください。申請書は、社会福祉課窓口また

は北はりま消防本部ホームページからダウンロードできます。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口） 

北はりま消防本部　警防部情報管理課　 

TEL　0795-48-0119　　FAX　0795-48-3149

 内容 

通報方法 

問合せ先

聴覚・言語が不自由な方のために、ファクスによる通報を実施しています。 

１１９をダイヤルし、送信してください。専用の様式もあります。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口） 

北はりま消防本部　警防部情報管理課　　　 

TEL　0795-48-0119　　FAX　0795-48-3149
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◆　就労支援　◆ 

 

１．ハローワーク西 脇  

 

２．兵 庫 県 立 障 害 者 高 等 技 術 専 門 学 院  

　一般の職業能力開発校で訓練を受けることが困難な障害のある方が、就労のために必要な知識や

技能、技術を習得することを目的としています。 

 

 

３．兵 庫 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校  

　一般の職業能力開発校で訓練を受けることが困難な障害のある方が、就労のために必要な知識や

技能、技術を習得することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内容 

 

 

問合せ先

就職についての相談・支援を行っています。障害者手帳をお持ちの方は、受付でそ

の旨お伝えください。 

毎週火曜日の午前中は手話協力員が配置されています。 

西脇市西脇 885-30　西脇地方合同庁舎内 

TEL　22-3181（代表）　　FAX　22-3969

 内容 

 

費用負担 

選考方法 

 

問合せ先

入校期間が１年間の身体等障害者向けコース、知的障害者向けコースと、入校期間

が半年間の精神障害者向けコース、発達障害者向けコースがあります。 

授業料は無料です。 

ハローワークで職業相談を受け、適当と認められると入校を申し込むことができま

す。学科試験、面接、医師の意見書などにより選考します。 

神戸市西区曙町 1070 

TEL　078-927-3230　　　FAX　078-928-5512

 内容 

 

費用負担 

 

選考方法 

 

問合せ先

入校期間は１年間または６か月で、身体障害者向け、知的障害者向け、精神障害者

向け、発達障害者向けのコースがあります。 

授業料は無料です。 

遠方の方のために寮があります（食費、光熱費等の実費負担あり。）。 

ハローワークでの職業相談に基づき応募することができます。学科試験、面接、医

師の意見書などにより選考します。 

伊丹市東有岡４丁目８番地 

TEL　072-782-3210　　FAX　072-782-7081
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４．兵 庫 障 害 者 職 業 センター  

　障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等との密接な連

携のもと、就職や職場復帰を目指す障害のある方、障害者雇用を検討している或いは雇用している事

業主の方、障害のある方の就労を支援する関係機関の方に対して、支援・サービスを提供しています。 

 

５．北 播 磨 障 害 者 就 業 ・生 活 支 援 センター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 内容 

 

 

 

問合せ先

就職・職場復帰に向けての相談、職業能力等の評価（職業相談・職業評価）、就職前

の支援（職業準備支援）から就職後の職場適応のための援助（ジョブコーチ支援）、

職場復帰の支援（リワーク支援）等、個々の障害状況に応じた継続的な支援を行っ

ています。 

神戸市灘区大内通５-２-２ 

TEL　078-881-6776　　FAX　078-881-6596 

メール　hyogo-ctr@jeed.go.jp　

 内容 

 

問合せ先

北播磨圏域にお住まいの障害のある方を対象に、就労の支援を行っています。障

害のある方を雇用する事業主からの相談にも応じています。 

三木市緑が丘町本町２－３　「三木精愛園」内 

TEL　0794-84-1018　　FAX　0794-85-9000
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◆　貸付制度　◆ 

 

１．生 活 福 祉 資 金 の貸 付  

　 他からの資金の利用が困難な世帯の方々に低利の資金を貸し付けることで、世帯の経済的自立や、

地域社会での安定した生活を図ることを目的とした制度です。 

 

２．身 体 障 害 者 更 生 資 金 の特 別 貸 付  

 

３．在 宅 重 度 身 体 障 害 者 生 活 環 境 改 善 資 金 の貸 付  

　 日常生活や介護をしやすくするために、浴室や便所等を改造する資金の貸付をします。 

 

 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

貸付利率 

問合せ先

次の要件にすべて該当する方で、貸付により自立が見込める世帯 

　①　障害者手帳を所持する方のいる世帯であること。 

　②　他の貸付を受けることができないこと。 

　③　民生委員の指導・援助が受けられること。 

　④　貸付金の償還が可能で、原則、連帯保証人がいること。 

※貸付条件は、資金の種類により異なります。 

※貸付には、兵庫県社会福祉協議会の審査があります。「貸付が支援になる。」と判

断される場合に対象となります。 

無利子（ただし、連帯保証人を立てない場合は、年 1.5％） 

西脇市社会福祉協議会　　TEL　22-5400　　FAX　23-1891

 対象者 

 

貸付内容 

 

問合せ先

生活福祉資金の生業貸付を受けた方で、なお資金の不足する方 

連帯保証人が必要です。 

貸付限度額　　400,000 円 

貸 付 利 率　　年３％ 

兵庫県身体障害者福祉協会 

TEL　078-242-4620　　FAX　078-242-4260

 対象者 

 

 

 

貸付内容 

 

問合せ先

次の要件にすべて該当する方 

　①　身体障害者手帳１級・２級または療育手帳Ａ判定を所持する方 

　②　県内に引き続き６か月以上在住していること。 

　③　貸付金の償還が可能で、確実な保証人がいること。 

貸付限度額　 1,000,000 円 

貸 付 利 率　　無利子 

◎身体障害者手帳をお持ちの方 

兵庫県身体障害者福祉協会 

TEL　078-242-4620　　FAX　078-242-4260 

◎療育手帳をお持ちの方 

兵庫県手をつなぐ育成会 

TEL　078-242-4644　
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◆　社会参加・権利擁護　◆ 

 

１．成 年 後 見 制 度  

　 知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力の不十分な方を保護し、支援するための制度で

す。 

　 成年後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為を行ったり、本人が法律行為を

行う時に同意を与えたり、同意を得ずに行った法律行為を後から取り消したりする事によって、本人

を保護・支援します。 

 

●　西脇市成年後見支援センター 

　 成年後見制度に関する専門相談を行います。（無料　要予約、３０分／回） 

　 「今すぐに必要ではないけれど、どのように進めるといいのか」など、一人ひとりにあった、専門家

のアドバイスを受けられます。 

　 専門相談を希望する場合は、予約が必要です。専門相談の１週間前までに、お申し込みください。 

【連 絡 先】　〒６７７－００５３　西脇市和布町２７７－１　西脇市総合福祉センター萩ケ瀬会館内 

TEL　０７９５－２２－５４００　  FAX　０７９５－２３－１８９１ 

メール　info@nishiwaki-wel.or.jp 

　 

２．福 祉 サービス利 用 援 助 事 業  

　 認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な方が、地域で生活できるよ

う、福祉サービスについての情報提供など総合的な支援をします。 

 

 法定後見 

 

 

〈問合せ先〉 

任意後見 

 

〈問合せ先〉

本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人（保佐

人・補助人）が決定され開始されます。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保 

佐、補助の３類型があります。 

神戸家庭裁判所社支部　　TEL 0795-42-0123 

将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくものです。法定後見は裁

判所の審判によるものですが、任意後見は公正証書による契約で行います。 

加古川公証役場　　TEL 079-421-5282

 援助内容 

 

 

 

 

 

利用料 

保管料 

問合せ先

地域で安心して生活するために、生活支援員が次のような援助をします。 

　①　福祉サービスについての情報提供 

　②　福祉サービス利用手続の手伝い 

　③　福祉サービス利用料などの支払 

　④　日常的な金銭管理の手伝い 

　⑤　苦情解決制度利用の手伝い 

１時間 600 円（相談は無料） 

１か月 600 円 

西脇市社会福祉協議会　　　TEL　22-5400　　FAX　23-1891
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３．障 害 者 のための弁 護 士 ・福 祉 専 門 職 による無 料 法 律 相 談  

障害者に関する差別や虐待、悪徳商法、財産管理等々、法律の関わる問題について、弁護士と福祉

専門職（社会福祉士、精神保健福祉士等）が無料で相談に応じます。 

 

４．ひょうご障 害 者 スマホ・パソコン相 談 室  

兵庫県内在住の障害のある方を対象としたスマホ・パソコン相談室を開設しています。 

「スマホやパソコンのことちょっと聞きたい・相談したい」時はお電話やメールで相談を受け付けて

います。 

 

５．兵 庫 県 障 害 者 のじぎくスポーツ大 会  

兵庫県内の障害のある方が、スポーツを通じて体力の維持更新と社会参加意欲の高揚を図るとと

もに、県民の障害のある方に対する理解と認識を深め、交流を広げることを目的として開催されてい

ます。 

 

 利用日時 

利用料 

問合せ先

毎週火・木　13:00～16:00(祝日・年末年始を除く) 

無料 

078-362-0074 

※聴覚や発話に困難のある方は、電話リレーサービスをお使いいただけます。

 利用日時 

利用料 

問合せ先

月・火・水・金　10:00～16:00（祝日・年末年始を除く) 

無料 

公益財団法人　兵庫県身体障害者福祉協会内 

ひょうご　障害者スマホ・パソコン相談室 

TEL 078-855-8772　FAX 078-242-4260 

メール digital@hyoshinkyo.jp 

 開催時期 

参加選手募集 

問合せ先

5 月から 6 月にかけて開催されます。競技によって日程が異なります。 

参加選手の募集は例年 2 月頃に行います。ホームページ等でお知らせします。 

社会福祉課（市庁舎１階　114 番の窓口）
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６．選 挙  

 

⑴　代 理 投 票  

 

⑵　点 字 投 票  

 

⑶　郵 便 等 による不 在 者 投 票  

 

 

 

 

 対象者 

内容 

 

問合せ先

身体の故障やけがなどのために、投票用紙に自書できない方 

投票所の係員の代筆で投票する制度です。希望される方は、投票所・期日前投票所

の係員に申し出てください。 

選挙管理委員会（市庁舎４階）　

 対象者 

内容 

 

問合せ先

視覚障害のある方 

点字により投票する制度です。希望される方は、投票所・期日前投票所の係員に申

し出てください。 

選挙管理委員会（市庁舎４階）　　

 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

 

 

 

投票方法 

 

 

問合せ先

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証に、次の表のうち、いず

れかの記載がある方 

身体に重度の障害などがあって投票所に行けない方が、郵便等により、自宅など

で投票できる制度です。 

あらかじめ選挙管理委員会に申し出て、「郵便等投票証明書」の交付を受けてくだ

さい。 

投票日の４日前までに「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙と封筒を選挙管理

委員会に請求してください。送付された投票用紙に記載し、送付された封筒に入れ

て、郵便などにより返送します。 

選挙管理委員会（市庁舎４階）　　

 
手帳等の種類 障害の種類 障害等の程度

 

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能 １級または２級

 心臓、腎臓、呼吸器、 

ぼうこう、直腸、小腸
１級または３級

 
肝臓・免疫 １級から３級まで

 

戦傷病者手帳

両下肢、体幹 特別項症から第２項症まで

 心臓、腎臓、呼吸器、肝臓 

ぼうこう、直腸、小腸、
特別項症から第３項症まで

 
介護保険被保険者証 要介護５
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◆　市内の事業所等　◆ 

 事業所名 所在地 連絡先 事業内容

 
ケアサポートセンターえがお 野村町 249-10 20-7949

居宅介護・重度訪問介護・ 

移動支援

 
桜丘ヘルパーステーション

黒田庄町田高

313-126
25-5300 居宅介護・重度訪問介護

 西脇市社会福祉協議会 

ヘルパーステーション
郷瀬町 666-5 23-9122

居宅介護・重度訪問介護・ 

同行援護・移動支援

 
古民家ホームなないろ 明楽寺町 992-1 20-0033 生活介護・日中一時支援

 指定生活介護　ふぁいん／ 

キャッチボール／ドリームボ

ール

西脇 712-73 27-8480
生活介護・ 

就労継続支援Ｂ型

 
生活介護支援事業所つなぐ 西脇 263-1 25-2600 生活介護・日中一時支援

 
虹の会工房 黒田庄町前坂 2140 28-5128

生活介護・ 

就労継続支援Ｂ型

 
ホットホーム穏樹 下戸田 511 38-7555 生活介護・日中一時支援

 
ヒノエライフ 西脇 853-1 20-4792

生活介護・短期入所・共同生

活援助・行動援護

 ソーシャルインクルーホーム 

西脇野村町
野村町 444-1 24-6011

短期入所 

共同生活援助

 
ゆいまーる 黒田庄町前坂 375 27-8127

短期入所・日中一時支援・ 

自立生活援助

 
ワークショップさくら

黒田庄町喜多

1527-3
38-7651 就労継続支援Ａ型

 
econte 蒲江 320-3 23-8800 就労継続支援Ｂ型

 にこっと 寺内 519-63 20-7952 就労継続支援Ｂ型

 
passo 西脇 和田町 894-1 20-9147 就労継続支援Ｂ型

 
ワークショップゆめふぁーむ 黒田庄町田高 317-2 28-3241 就労継続支援Ｂ型

 
ワークステップかりん 黒田庄町前坂 2139 28-2918 就労継続支援Ｂ型

 
グループホームハピネス西脇 西脇 712-3 20-3676 共同生活援助

 
グループホームハピネス大野 大野 467-4 20-3676 共同生活援助

 グループホームハピネス高田

井
高田井町 17-4 20-3676 共同生活援助

 
虹の会工房グループホーム 黒田庄町前坂 2107-1 20-5809 共同生活援助
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※　令和 8 年４月１日時点 

※　最新の事業所一覧は、市ホームページを御確認ください。 

 

 事業所名 所在地 連絡先 事業内容

 
虹の会工房デルフィーノ２階 和田町 19 28-5128 共同生活援助

 西脇市障害者相談支援 

センター うぃーぶねっと
下戸田 128-1 27-8450

計画相談支援・障害児

相談支援

 

障害者相談支援センター 

「ぱれっと」

西脇 771-86 

松田ビル１階
25-0551

計画相談支援・障害児

相談支援・地域定着支

援・地域移行支援

 
赤とんぼ相談支援事業所 西脇 1239-2 24-7500

計画相談支援・障害児

相談支援

 障害者相談支援センター 

えがお
野村町 249-10 20-7949 計画相談支援

 
めぐみ訪問看護ステーション 西脇 338-35 24-5866 日中一時支援

 
ワークホームタンポポ 大野 175 22-8149 地域活動支援センター

 
なかよし工房 黒田庄町前坂 2139 28-2927 地域活動支援センター

 
宿泊訓練ホームわっしょい 大野 542-73 24-1458 宿泊訓練ホーム

 
アミコ 西脇市西脇 760-1 27-7045

児童発達支援 

放課後等デイサービス

 
みらいポケットにしわき

野村町 1257-1 

旧生野医院２階
25-2377

児童発達支援 

放課後等デイサービス

 
エール西教室 西脇 1051-20 38-8822

放課後等デイサービス 

日中一時支援

 
Growing　つばめ 西田町 180-5 25-2055 放課後等デイサービス

 

こども教室エール
下戸田 37-3 

高瀬ビル１階
38-8083

放課後等デイサービス 

日中一時支援

 
こはくのひろば 上野 207-2 38-7677

放課後等デイサービス 

日中一時支援

 
チャレンジ・キッズ西脇 高田井町 33-7 ２７－９４９３ 放課後等デイサービス

 チャレンジ・キッズ西脇 

第 2 教室
西脇 420-5 ２７－９４９３

放課後等デイサービス 

日中一時支援

 
まなびのや 和田町 949-2

070-8496- 

1510

放課後等デイサービス 

日中一時支援
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◆　障害者団体・自助グループ　◆ 

 

西 脇 市 身 体 障 害 者 福 祉 協 会  

　　身体障害者手帳の交付を受けた方で組織しています。身体障害者の交流と親睦を深めるとともに、

福祉の増進と社会参加を図ることを目的としています。 

　　交流行事の開催や高齢者友愛訪問など、上部団体を通じて要望や陳情活動を行っています。 

【連 絡 先】　〒677-0053　西脇市和布町 277-1　　西脇市総合福祉センター（萩ヶ瀬会館）３階 

　　　　　　　　 TEL/FAX　22-2727 

 

西 脇 市 手 をつなぐ育 成 会  

　　西脇市内の知的障害者（児）等を養育する保護者が、地域における障害児教育と福祉の向上ならび

に施設の充実を目指して活動しています。 

　　障害者とその家族に対する相談支援や、ワークホームタンポポなどの運営のほか、障害者と地域住

民の交流事業などを行っています。 

【連 絡 先】　〒677-0025　西脇市大野 175　ワークホームタンポポ内 

TEL/FAX　22-8149 

 

白 ゆり会 家 族 会 （西 脇 市 ・多 可 町 精 神 障 害 者 家 族 会 ）  

　 精神障害のある方等の家族が、社会の中で孤立することなく、互いに支え合いながら課題解決の

糸口を探ることを目的に、学習会の開催や情報交換を行っています。 

【連 絡 先】　〒679-0303　西脇市黒田庄町前坂 2139　　ＮＰＯ法人白ゆり会内 

TEL　28-2918　  FAX　28-2937 

 

ましゅぽか-Ｗest  

障害のある子どもの保護者が集まり、情報交換や学習会などを開催しています。 

【連 絡 先】　〒677-0043　西脇市下戸田 128-1 

西脇市障害者基幹相談支援センター　うぃーぶねっと内 

         TEL　27-8450　  FAX　27-845 

 

あつまろかい  

障害のある子どもたちや成人が社会で活動できる場を持ち、幸せに暮らしていくことを目指して、

当事者や保護者が集まり、情報交換や学習会、遊びの会などを開催しています。 

【問合せ先】　西脇市社会福祉課　　TEL　22-3111　  FAX　22-6037 

 

若 者 広 場  

知的障害のある青年の、学校卒業後の余暇の充実や、生涯学習の場をめざしています。電車や車を

利用して観光地に出かけたり、ハイキングやバーベキュー、ユニバーサルスポーツを体験したりしてい

ます。カラオケやボーリングなど、仲間と楽しめる内容を提供しています。 

【問合せ先】　〒677-０１０１　多可町八千代区大屋１２１（事務局） 

　　　　　     TEL　090-７３４５-４９９８（市位） 

　　　　　     メール　yokosan0124@yahoo.co.jp    
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はりま ADDM（大 人 の発 達 自 助 会 ）  

発達障がいを抱える大人の当事者の方を中心に、職場や日常の様々な場面でなかなか理解しても

らいにくい当事者ならではの悩みを話せる場を設けています。 

【問合せ先】　 メール　harimaaddm@gmail.com  

 

兵 庫 県 医 療 的 ケア家 族 会  

兵庫県在住の医療的ケアを必要とする当事者とその家族および支援者で構成されるコミュニティ

ーであり、全国の医療的ケアに関わる情報や課題を共有しながら、日々がより豊かなものになること

を目標に活動しています。 

【問合せ先】　　メール　hyougokenikea＠gmail.com 

ＵＲＬ 　ｈttps://hyougokenikea.wixsite.com/2022 

　 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram
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◆障 害 者 に関 するマーク◆  

 障害者のための 

国際シンボルマーク 

 

 

障害者が利用できる建

物、施設であることを明

確に表すための世界共

通のシンボルマークで

す。 

マークの使用について

は、国際リハビリテーショ

ン協会の使用指針により

定められています。

ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬（盲導

犬、介助犬、聴導犬）同伴啓

発のためのマークです。 

身体障害者補助犬法によ

り公共施設や交通機関、商

業施設、ホテル、レストラン

などの民間施設にも補助

犬が同伴できるようになり

ました。

 身体障害者標識 

 

 

肢体不自由であることを

理由に免許に条件を付

されている方が運転する

車に表示するマークで

す。幅寄せや割り込みを

行った運転者は、道路交

通法の規定により罰せら

れます。

オストメイトマーク

人工肛門、人工膀胱を使用

している方（オストメイト）

のための設備があること

を表しています。

 聴覚障害者標識 

 

 

聴覚障害であることを理

由に免許に条件を付さ

れている方が運転する車

に表示するマークです。 

幅寄せや割り込みを行っ

た運転者は、道路交通法

の規定により罰せられま

す。 

ハートプラスマーク 身体内部に障害がある人

を表しています。 

外見では障害があること

が分かりにくい人々の存在

を視覚的に示し、理解の第

一歩とするために生まれた

マークです。

 盲人のための 

国際シンボルマーク 

　 

　 

世界盲人連合で 1984

年に制定された、盲人の

ための世界共通のマーク

です。 

視覚障害者の安全やバリ

アフリーに配慮された建

物、設備、機器などに付

けられます。

ヘルプマーク 外見からは支援や配慮が

必要なことが分からない方

が、周囲に配慮が必要なこ

とを知らせ、支援を受けや

すくするためのマークで

す。 

市役所でタグとヘルプカー

ドを配布しています。

 耳マーク 

 

 

 

聞こえが不自由なことを

表す、国内で使用されて

いるマークです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
西脇市福祉事務所 

〒677-8511　兵庫県西脇市下戸田128番地の１ 
TEL 　0795-22-3111　FAX 　0795-22-6037 

メール　syogai-fukushi@city.nishiwaki.lg.jp


